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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「国内侵入のおそれがある生物学的ハザードのリスクに関する研究」 

 

総 括 研 究 報 告 書 

 

研究代表者 近藤一成 国立医薬品食品衛生研究所 生化学部 
研究分担者 紺野勝弘  富山大学和漢医薬学総合研究所 
研究分担者 豊福 肇 山口大学共同獣医学部 
研究分担者 泉谷秀昌 国立感染症研究所 細菌第一部 
研究分担者 岡田由美子 国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 
研究分担者 登田美桜 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 

研究要旨 
食品に侵入の恐れがある生物学的ハザードの中で、細菌類ではサルモネラ菌、赤痢菌、

リステリア等を、自然毒では高等植物、きのこに関してリスクに関する調査および研究を
行った。 
細菌に関する研究では、食水系細菌感染症にはサルモネラ症、赤痢、コレラなどがあり、

国内外でさまざまな汚染ルートを介して多くの患者を発生させている公衆衛生上重要な感
染症である。これら細菌感染症を対象に、海外流行情報の収集ならびに国内侵入への対応
のための分離菌株の解析手法の検討を行った。サルモネラに関しては、チアパウダーによ
る事例が、細菌性赤痢ではインドツアーによる事例が発生した。グラム陽性の短桿菌リス
テリアについて、リステリア症の集団感染事例は欧米諸国では頻繁に起こっているが、日
本国内ではほとんど見られていないため潜伏期間も長いことからほとんどの症例において
原因食品は同定されていない。本年は、冷製肉を感染源とする死者 17 人の集団事例が発生
した。米国では、もやしやリンゴ製品等による集団事例も発生した。国内外からの様々な
リステリア汚染検体の分子疫学的解析を行い、国内散発例の原因食品究明に役立て得るデ
ータベース作成を行った。また、事例解析として、WHO の INFOSAN Emergency を通じ
て国際的に警報が発生られた事例、欧州緊急警告システム RASFF による警告が発生られて
いる事例等を解析し、我が国の国内侵入のおそれがある生物学的ハザードによるリスクを
如何にして低減させるか検討した本年度アラートが発せられた事例はカナダ産チア種子に
よるサルモネラアウトブレイクとキャラメルリンゴによるリステリアアウトブレイクであ
った。これらを含めて、アウトブレイクを輸入時検査のみで食い止めることは難しい。国
内侵入後速やかに汚染物質を検出、排除するためには、分離株の同定に必要な菌株情報の
データベース整備と公開が必要である。 
自然毒に関する研究では、きのこ毒に対するリスク低減の施策として活用するために、

中毒被害事例が最も多い 2 つのきのこについて、シークエンス解析・分子系統樹解析の結
果をもとに、簡便法である PCR-RFLP 法を作成し、加熱調理試料にも適応可能な方法とし
て確立した。さらに、精度が高いリアルタイム PCR 法（クサウラベニタケは 4 系統マルチ
プレックス）を確立した。高等植物においても rbcL や matK の領域を用いた PCR-RFLP
法を開発しているが、本年度はチョウセンアサガオ食中毒事例に適用して、現地調査から
回収した試料の同定で繋がり、遺伝子判別法の有用性を示した。また、自然毒を含む食品
に関連した 
事例、規制、消費者への注意喚起等に関する海外情報収集を行うために、主に RASFF の

データを調査した（2014 年 12 月）。食品安全上注意が必要なものとしてビターアプリコッ
トカーネルのアミグダリン、ハーブティーのピロリジジンアルカロイド含有植物が挙げら
れた。食品に含まれる可能性がある自然毒に関する海外情報収集により、有害な食品の国
内侵入の予防に役立つものと考えられた。 
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A. 研究目的 

細菌（サルモネラ、赤痢菌等）のリスクに

関する研究 

サルモネラは、国内外で多くの食中毒

の原因となっている。国内では 1990 年

代にサルモネラ食中毒のピークがあった

が、現在でもなお、細菌性食中毒発生の

原因物質別で上位を占めている。サルモ

ネラは 2,500 種以上の血清型から成り、

海外でも多様な原因食品を介して多くの

食中毒が発生している。そこで、海外で

発生した食中毒の情報収集を行う。 

細菌性赤痢は赤痢菌に汚染された食品

や水を介して感染する。国内の患者発生

数は年間 100 名前後であり、大半は海外

渡航者による輸入例である。、近年発生し

た集団事例の中には海外からの輸入食品

との関連が示唆されたものもあった。一

方で、国内例はそのほとんどが散発もし

くは家族内事例などの小規模なものであ

り、感染源の究明にいたることはほとん

どない。細菌性赤痢は主として途上国で

発生しており、菌株解析を通じて輸入例

と国内例の対比を行うことは重要な工程

である。そこで、分離菌株の解析を通じ

て国内外の流行菌型を特徴づけ、そのデ

ータバンクの構築を行う。 

 

リステリアのリスクに関する研究 

リステリアは、人及び動物に脳脊髄膜炎、

流死産を引き起こし、発症時の致命率が 20

－30％にも及ぶリステリア症の原因菌で

ある。動物の腸管内、土壌、河川水や食品

製造工場、冷蔵庫内など様々な環境に存在

している。本菌は−1℃もの低温下での低温

増殖能、20％もの高食塩濃度下での生残性

等高度な環境抵抗性をもち、食品原料の一

次汚染並びに加工・保存過程での二次汚染

の制御が困難である。欧米諸国ではしばし

ばリステリア症の集団事例が見られてい

る。日本では、リステリア症は報告義務の

ない疾患であり、推定患者数も少なく集団

事例はほとんど報告されていない。しかし

ながら、これまでの国内流通食品汚染調査

では 1500 検体中 21 検体（検出率 1.4％）

からリステリア菌が見つかっている。本研

究では、海外から汚染食品を媒介して国内

に侵入しうる感染症の一つとしてリステ

リア症に着目し、その発生状況を正確に把

握するための情報を収集するとともに、輸

入食品、国内産食品等様々な由来のリステ

リア菌株の分子型別データを収集、蓄積す

ることにより、国内での散発事例及び集団

事例の原因食品同定に役立てることを目

的として、研究室保有の輸入食品、国内産

食品及び患者由来株を用いたパルスフィ

ールドゲル電気泳動法による解析を昨年

度に引き続き実施した。 

 

微生物・ウイルス関連の食品安全情報の収

集解析 

これまでに発生した多国間集団事例や

我が国と関係の深い INFOSAN、欧州な

どの主だった集団事例を中心に情報収集

を行った。 

情報収集を通じて海外における流行菌

型の調査を行い、これを国内の状況と照

らし合わせて、新たな検査体制、サーベ

イランス体制の検討に用いることで、突

発的な中毒事例に対応可能できるか、検

討し、若干の知見が得られたので報告す

る。 
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自然毒（きのこ毒および高等植物）のリス

クに関する研究 

国内で中毒事例が多いきのこについて

過去 10 年以上のデータを解析すると、ク

サウラベニタケとツキヨタケの2つのきの

こであることが判明している。また、きの

こによる中毒被害事例の中で、原因きのこ

が特定できない場合も多く存在する。これ

は、きのこの判別や同定が経験者の形態学

的判別により行われているためで、その鑑

定能力には大きな個人差があること、形態

をとどめていない細分化されたものや調

理された場合などでは同定不可能になる。

これらの事実を踏まえて、植物性自然毒の

中で、きのこによる食中毒被害を低減する

ための施策として重要なことは、きのこ採

取者に対する一層の情報提供と注意喚起

とともに、迅速な検査方法の確立と整備で

あると考えられる。国内で食中毒事例が特

に多いツキヨタケとクサウラベニタケに

ついて、全国からサンプルを収集して遺伝

子配列を解析し、系統樹解析を行ってきた。

これまでに、簡便迅速法としてPCR-RFLP

法を開発したが、より信頼性の高い検査法

としてリアルタイム PCR 法も今回開発し

た。 

高等植物に対しても、同様の手法を用い

て、国内で中毒被害が多く報告されている

バイケイソウ、トリカブト、スイセンなど

について、各植物特異的な遺伝子領域を標

的として PCR-RFLP 法の検討を行ってき

たが、本年度は、実際の中毒事例から回収

した植物サンプルに適応してその有用性

を確認した。 

 

自然毒関連の食品安全情報の収集解析 

植物性自然毒を含む食品、あるいは食品

への有毒な植物・きのこの混入に関連した、

事例、規制、消費者への注意喚起等に関し

て海外の情報を調査した上で、食品、特に

輸入品に含まれる恐れのある自然毒を特

定し、今後我が国において注意を向けるべ

き食品及び自然毒について検討すること

を目的とした。 

 

B. 研究方法 

サルモネラ、赤痢菌、コレラ菌等の細菌学

的分析 

海外事例の情報収集は論文雑誌・米国

CDC、欧州 CDC からの資料などを参考

にした。赤痢菌およびナグビブリオ分離

株に関しては、パルスフィールドゲル電

気 泳 動 法 （ pulsed-field gel 

electrophoresis; PFGE）、もしくは複数

遺伝子座を用いた反復配列多型解析

（ multilocus variable-number 

tandem-repeat analysis; MLVA）を使用

した。得られたデータを BioNumerics

ソフトウェアに取り込み、データベース

の構築、並びにクラスター解析を行った。 

 

リステリア症発生状況及び Listeria 

monocytogenes 菌株の分子疫学的解析に

関する研究 

日 本 国 内 で 分 離 さ れ た L. 

monocytogenes 130 菌株を解析に使用し

た。その内訳は、国内患者由来株 13 株、

鶏肉由来株 35 株、豚肉由来株 28 株、牛肉

由来株 22 株、水産食品由来株 17 株、その

他の食品由来株 13 株、環境由来株 1 株及

び標準菌株（ATCC19115 株）1 株であっ

た。昨年度作成した、米国 CDC の方法を
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基本とした L. monocytogenes の PFGE 解

析法の標準的プロトコールの改正版にし

たがって、PFGE 解析を実施した。制限酵

素は ApaI と AscI を用いた。 

また、2014 年に発生した海外における

リステリア症の集団事例について、国立

医薬品食品衛生研究所 安全情報部が発

表している食品安全情報等を基に、情報

を収集した。 

 

微生物・ウイルス関連の食品安全情報の収

集解析 

1) INFOSAN emergency の事前緊急

情報収集・解析した。 

2) 海外の規制・リスク評価機関等より

情報収集・解析アラート情報に注目

（RASFF, EFSA, FDA, FSANZ な

ど）し、我が国への侵入のおそれの

ある事例を調査した。 

 

きのこの定性リアルタイム PCR 法を用い

た検査法確立 

クサウラベニタケ（分類した 3 系統）お

よびウラベニホテイシメジに対する検査

法については、上記きのこに加えて、特異

性の検討のために市販の食用きのこ 6 種

（シイタケ、マイタケ、ブナシメジ、エノ

キタケ、マッシュルーム、なめこ）も用い

た。抽出は DNeasy Plant mini kit を用い

て行った。リアルタイム PCR に用いるプ

ライマーおよびプローブは、4 色マルチプ

レックス用に蛍光色素として FAM、VIC、

Texas-Red、Cy5 を用いて食用と毒のクサ

ウラベニタケ3系統を同時に検出できるよ

うにした。また、検査の際の陽性対照プラ

スミドをそれぞれ作成した。リアルタイム

PCR 法の PCR 反応効率および検出限界

（LOD）を求めた。 

ツキヨタケおよび国内で収集もしくは

購入したシイタケ、ヒラタケ、ムキタケに

対する検査法についても同様に検討した。

ツキヨタケ検出用プローブには FAM で標

識した MGB プローブを用いた。 

また、昨年度予備検討を行った、ツキヨ

タケおよび食用シイタケ、ヒラタケ、ムキ

タケを判別するための PCR-RFLP 法につ

いて、加熱加工された食品残渣からの検査

できるように、標的配列を短くした

short-PCR-RFLP 法を今回確立した。 

 

食中毒事例の多い植物の DNAbarcoding

法を利用した鑑別法の活用 

青森県で発生した高等植物チョウセン

アサガオによる食中毒の現地調査を行っ

た。聞き取り調査とともに、サンプルを持

ち 帰 り 、 rbcL 、 matK, trnH-psbA 

intergenic spacer 領域の DNA 配列のシー

クエンス解析および BOLD システムによ

る判別を行った。 

 

自然毒関連の食品安全情報の収集解析 

EU の食品及び飼料に関する緊急警告シ

ステム（RASFF：the Rapid Alert System 

for Food and Feed）のデータ（2014 年 12

月 25 日までの通知）を対象に、食品中の

自然毒が問題になった事例、並びに有毒な

植物・きのこが実際に食品へ混入した事例

を調査した。また、食品中に含まれる又は

混入する可能性がある自然毒に関する規

制、消費者への注意喚起等について、各国

政府の食品安全担当機関などの公的機関

による公表資料を中心に調査した。ただし、



7 
 

かび毒及び菌類が産生する有毒物質（例：

麦角アルカロイド）は対象外とした。 

 

C. 研究結果および考察 

サルモネラ、赤痢菌、コレラ菌等の細菌学

的分析 

今年度を中心に海外で発生した食中毒

事例の中で、複数国が関連した事例を調査

した。サルモネラについて、2013-14 年に

かけて発生したチアパウダーによる米国

およびカナダの事例は同一事例である。本

事例では複数の血清型によって食品が汚

染されていた。赤痢菌に関して、2014 年

に当部に送付され、解析された Shigella 

sonnei は 34 株であった。うち、輸入例は

25 株で、東南アジア 14 株、南アジア 10

株、東アジア 1 株であった。これらについ

て、MLVA による解析を行った。上記輸入

例はそれぞれ、これまでに収集したデータ

ベース上にて各地域に相応するグループ

に振り分けられた。カンボジア輸入例につ

いては、過去 1-2 年ほどの傾向と同様、南

アジア由来株と近縁の型となった。2014

年 10 月にインドツアーによる事例が発生

し、関連と推定される株が 2 株送付された

が、互いに一致した。現在 S. sonnei MLVA

データベースは 900 株ほどになっており、

感染地域ごとに整理していく必要がある。

データ数が少ない地域もあり、また、カン

ボジアのように傾向に変化が見られる国

もあることから、引き続きデータベースの

厚みを増していく必要があると考えられ

る。 

 

Listeria monocytogenes 菌株の分子疫学

的解析に関する研究 

リステリアの PFGE による分子型別と

集団事例に関する情報収集について行っ

た。 

 食 品 及 び 患 者 等 に 由 来 す る L. 

monocytogenes 菌株の ApaI 切断による

PFGE 解析と AscI 切断による結果を比較

した。AscI を用いた場合の系統樹は、ApaI

を用いた場合と全体的には同じような結

果が得られたが、AscI を用いた場合の方が

菌株の相同性が高くなる傾向にあること

が示された。また、同一食品由来株で異な

る血清型の菌株が分離される例が3例あり、

血清型が同一でも2菌株間の相同性が低い

例も 6 例見られた。どちらの制限酵素を用

いた場合でも、食品由来株は血清型により

クラスターが大別されることが示された

が、患者由来株においては、必ずしも食品

由来株による血清型ごとのクラスターと

一致しないことが示された。今回の解析で

は、明太子由来株、鶏肉由来株、食肉製品

由来株において患者由来株と高い相同性

を示した株が見られた。これらのうち、食

品由来株と患者由来株で 2 種類の PFGE

パターンと血清型の全てが完全に一致し

ているものはなかった。一方、フランス産

チーズ、マグロすきみ及びいくら由来の 3

菌株が他の菌株と大きく離れたパターン

を示しており、極めて独自性の高いクロー

ンであることが明らかとなった。 

 

微生物・ウイルス関連の食品安全情報の収

集解析 

1) INFOSAN Emergency によるアラー

ト情報 

INFOSAN は食品安全担当機関の国際

的なネットワークである。そのうち、



 

INFOSAN

篤で、かつ国際貿易が関与する食品汚染イ

ベントにおいてのみ活性化

1.25 

 

平成

 平成

生物ハザードよるアラートは次の

られた。

事例１

カナダ産の有機発芽

の粉末を含む種々の製品により、アメリカ

及びカナダにおけるサルモネラ症アウト

ブレイク

 日時

 関係国

イスランド、インド、シンガポール、ス

ロベニア

 食品カテゴリー

 汚染食品

の粉末を含む種々の製品

 報告された疾病

Newport 

ナダ）

 病原体：

Hartford 

 

事例２

Listeria 

Bidart Bros.

Carnival, 

ゴを使用して市販用に製造・包装されたキ

ャラメルリンゴ（

照）によるアウトブレ

INFOSAN Emergency

篤で、かつ国際貿易が関与する食品汚染イ

ベントにおいてのみ活性化

1.25 件のアラート

平成 26 年度の

平成 26 年度には健康危害が関連する微

生物ハザードよるアラートは次の

られた。 

事例１ 

カナダ産の有機発芽

の粉末を含む種々の製品により、アメリカ

及びカナダにおけるサルモネラ症アウト

ブレイク 

日時：6 月 6 日

関係国：カナダ、米国、バーレーン、ア

イスランド、インド、シンガポール、ス

ロベニア 

食品カテゴリー

汚染食品：有機発芽

の粉末を含む種々の製品

報告された疾病

Newport 及び

ナダ） 

病原体：Salmonella

Hartford  

事例２ 

Listeria monocytogenes

Bidart Bros.社（ブランド名：

Carnival, 及び 

ゴを使用して市販用に製造・包装されたキ

ャラメルリンゴ（

照）によるアウトブレ

Emergency ネットワークは重

篤で、かつ国際貿易が関与する食品汚染イ

ベントにおいてのみ活性化

アラートが発せられる。

年度の INFOSAN 

年度には健康危害が関連する微

生物ハザードよるアラートは次の

カナダ産の有機発芽チア（

の粉末を含む種々の製品により、アメリカ

及びカナダにおけるサルモネラ症アウト

日, 2014  

カナダ、米国、バーレーン、ア

イスランド、インド、シンガポール、ス

食品カテゴリー：特殊栄養食品

有機発芽チア（

の粉末を含む種々の製品 

報告された疾病：27 人の

及び Hartford 

Salmonella Newport 

monocytogenes に汚染された

社（ブランド名：

 Merb’s Candies

ゴを使用して市販用に製造・包装されたキ

ャラメルリンゴ（caramel apples

照）によるアウトブレイク 

ネットワークは重

篤で、かつ国際貿易が関与する食品汚染イ

ベントにおいてのみ活性化され、月平均

が発せられる。 

INFOSAN アラート 

年度には健康危害が関連する微

生物ハザードよるアラートは次の2件発せ

（chia）の種子

の粉末を含む種々の製品により、アメリカ

及びカナダにおけるサルモネラ症アウト

カナダ、米国、バーレーン、ア

イスランド、インド、シンガポール、ス

特殊栄養食品 

（chia）の種子

 

人の Salmonella

Hartford 患者報告（カ

Newport 及び 

に汚染された

社（ブランド名：Happy Apple, 

Merb’s Candies）のリン

ゴを使用して市販用に製造・包装されたキ

caramel apples：写真参
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ネットワークは重

篤で、かつ国際貿易が関与する食品汚染イ

、月平均 

 

年度には健康危害が関連する微

件発せ

の種子

の粉末を含む種々の製品により、アメリカ

及びカナダにおけるサルモネラ症アウト

カナダ、米国、バーレーン、ア

イスランド、インド、シンガポール、ス

の種子

Salmonella 

患者報告（カ

 

に汚染された

Happy Apple, 

）のリン

ゴを使用して市販用に製造・包装されたキ

：写真参

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、

欧州の

E.coli

intimine)

菌山羊乳を用いたチーズ

Chavignol

情報提供があった。

シガトキシンをコードしている

子はこれらの分離株から特定されていな

いが、大腸菌は

失ったりすることが示されており、

性の

を得て病原性になり得ることと考えられ

ている。

 

2011,12

書をレビュー

通報原因となったハザードとしては例

年通り

で Listeria monocitogenes

 米国の 12 州から報告された患者計

人。患者の発症日は

日～2015 年

 食品カテゴリー

 汚染食品：リンゴ、カラメルリンゴ

 報告された患者数：米国

で同一 PFGE

 病原体：Listeria monocytogenes

また、INFOSAN Emergency

欧州の Rapid Alert

E.coli 026:H11 with eae gene (coding for 

intimine) で汚染された

菌山羊乳を用いたチーズ

Chavignol" が我が国に流通しているとの

情報提供があった。

シガトキシンをコードしている

子はこれらの分離株から特定されていな

いが、大腸菌は

失ったりすることが示されており、

性の E. coli の分離株は容易に

を得て病原性になり得ることと考えられ

ている。 

 

2011,12 及び,13

書をレビュー 

通報原因となったハザードとしては例

年通り Salmonella

Listeria monocitogenes

州から報告された患者計

人。患者の発症日は 2014

年 1 月 6 日。

食品カテゴリー：野菜果実

リンゴ、カラメルリンゴ

報告された患者数：米国

PFGE パターン

Listeria monocytogenes

INFOSAN Emergency

Rapid Alert から連絡のあった、

026:H11 with eae gene (coding for 

で汚染されたフランス産の未殺

菌山羊乳を用いたチーズ

が我が国に流通しているとの

情報提供があった。 

シガトキシンをコードしている

子はこれらの分離株から特定されていな

いが、大腸菌は stx 遺伝子を容易に得たり、

失ったりすることが示されており、

の分離株は容易に

を得て病原性になり得ることと考えられ

,13 年の INFOSAN

 

通報原因となったハザードとしては例

Salmonella spp. が最も多く、次い

Listeria monocitogenes

州から報告された患者計

2014 年 10 月

日。 

野菜果実  

リンゴ、カラメルリンゴ

報告された患者数：米国 32 人、カナダ

パターン 2 人 

Listeria monocytogenes 

INFOSAN Emergency を通じ、

から連絡のあった、

026:H11 with eae gene (coding for 

フランス産の未殺

菌山羊乳を用いたチーズ  "Crottins de 

が我が国に流通しているとの

シガトキシンをコードしている stx

子はこれらの分離株から特定されていな

遺伝子を容易に得たり、

失ったりすることが示されており、eae

の分離株は容易に stx 遺伝子

を得て病原性になり得ることと考えられ

INFOSAN 活動報告

通報原因となったハザードとしては例

が最も多く、次い

Listeria monocitogenes、A 型肝炎ウイ

州から報告された患者計 35

月 17

リンゴ、カラメルリンゴ  

人、カナダ

 

を通じ、

から連絡のあった、 

026:H11 with eae gene (coding for 

フランス産の未殺

"Crottins de 

が我が国に流通しているとの

stx 遺伝

子はこれらの分離株から特定されていな

遺伝子を容易に得たり、

eae 陽

遺伝子

を得て病原性になり得ることと考えられ

活動報告

通報原因となったハザードとしては例

が最も多く、次い

型肝炎ウイ
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ルスであり、過去 2 年間多かった、

Clostridium botulinum 及び Escherichia 

coli は 3 件であった。 

 

欧州の RASFF の解析 

その中でも特筆すべき事例は、スウェー

デンで 2 名が、EHEC 特有の症状を呈し、

調査の結果、スウェーデンの施設で製造さ

れたハンバーガーの喫食が原因。当該ハン

バーガーはオランダのカット工場でカッ

トされた原材料を使用、牛肉はハンガリー、

ラトビア、ポーランド、英国等の牛肉を用

いてカットしていた。オランダは当該カッ

ト工場から牛肉が出荷されたフランス、英

国、フィンランド、ドイツ等にも警告。こ

のアウトブレイクの前にデンマークで同

じ血清型の VTEC による患者 13 名、うち

8 名が HUS を呈する食中毒が報告されて

いたが、このスウェーデンの事例との関連

性は明らかにできなかった。 

 動物性食品以外では野菜果実の通報が

多く、そのほとんどはサルモネラ属菌によ

るものであった。継続的に英国からバング

ラデシュ、インド及びタイ産の paan 

leaves（パーン）中のサルモネラの通報が

多かった。RASFF から日本政府に対し、

汚染食品が流通していると通報があった

事例は 4 件、日本産の食品が通報対象にな

ったのは 10 件であった。 

 

きのこの定性リアルタイム PCR 法を用い

た 

検査法確立  

PCR-RFLP 法は、簡便法で、特殊な装

置を必要としないことから各都道府県衛

生研究所だけではなく、保健所あるいは役

所等でも実施可能な方法で、検査の裾野を

拡大する意味でも重要である。一方で、確

定法としてリアルタイム PCR を用いた方

法を整備すれば、上記検査法で判定ができ

なかった場合にも最終確認が可能となり

結果のさらなる信頼性の向上につながる

ことから検討した。 

（１）クサウラベニタケには、他に 2 つの

近縁種が毒でありこの3系統および食用ウ

ラベニホテイシメジを検出する必要があ

ることから、マルチプレックス定性リアル

タイム PCR 法の開発を行った。それぞれ

特異的に検出可能であり、検出限界（LOD）

は 20 コピー付近であった。 

（２）ツキヨタケについては、毒性を持つ

分類学上の近縁種が存在しないことから、

ツキヨタケのみに特異性が高いプライマ

ー・プローブを設計したところ、シイタケ、

ムキタケ、ヒラタケを含む市販食用きのこ

には交差反応しない、ツキヨタケ特異的な

検出が可能であることが明らかになった。

検出限界は、別途構築した標準プラスミド

を用いた検討から数百コピー程度であっ

た。 

また、いずれの場合も PrepMan Ultra 

Sample Preparation Reagent によって抽

出した簡易抽出 DNA 溶液を用いてリアル

タイム PCR を行った場合も、抽出キット

を用いて DNA 精製した場合と同様の結果

が得られ、迅速なリアルタイム定性リアル

タイム PCR 法としても期待されることが

示唆された。 

 

高等植物による食中毒情報の収集と遺伝

子鑑別法の適応 
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本年度は、青森県で発生した患者 2 名に

よるチョウセンアサガオによる食中毒の

現地調査を行った。八戸保健所は、青森県

産業技術センター野菜研究所によりチョ

ウセンアサガオと推定した。本検体をこれ

までに開発した遺伝子判別法を用いて同

定を試みた。当該植物から抽出したゲノム

DNA を鋳型として、PCR-RFLP 法を適応

するとともに、rbcL（部分断片）、matK（部

分断片）および trnH-psbA intergenic 

spacer 領域を PCR にて増幅後、DNA シ

ークエンサーを用いて塩基配列を決定し

た。得られた塩基配列をクエリーとし、

DNA データベース（BOLD Systems, 

GenBank/ DDBJ/ EMBL）を用いたとこ

ろ、食中毒原因植物はナス科植物（ヨウシ

ュチョウセンアサガオ）であると推定され

た。本遺伝子鑑別法が、実際の中毒原因植

物にも有効に適用できることが確認でき

た。 

 

自然毒関連の食品安全情報の収集解析 

本研究では、海外において食品中の自然

毒が問題になった事例、有毒な植物・きの

こが食品へ混入した事例として EU 

RASFF データベースの情報をもとに調査

し、どのような自然毒や食品が問題になり

やすいのかを特定した。その結果のうち自

然毒を含む植物が問題になった事例、きの

こが問題になった事例を解析した。 

植物が問題になった事例は、1982～

2014 年 12 月 25 日の通知として 157 件が

確認できた。主なものは、シキミ（有毒成

分：アニサチン）、トロパンアルカロイド

含有植物、青酸配糖体含有植物、イヌサフ

ラン（コルヒチン）、ピロリジジンアルカ

ロイド含有植物、イヌホウズキ（グリコア

ルカロイド）、高濃度のクマリン、松の実

による味覚異常（通称パインマウス）、ト

ウゴマ（リシン）などであり、件数ではト

ロパンアルカロイド含有植物、青酸配糖体

含有植物、高濃度のクマリンが多かった。

ソバ及びソバ粉へのトロパンアルカロイ

ドの混入については過去にEU内で食中毒

が発生して問題になっており、フランス食

品衛生安全庁（AFSSA：現フランス食品・

環境・労働衛生安全庁）はソバ粉について

アトロピン及びスコポラミンの基準値が

必要であると提案している。一方、青酸配

糖体関連の大部分はビターアプリコット

カーネルのアミグダリンに関する通知で

あり、混入というよりも製品そのものが問

題の事例だが、中毒も発生しているため自

然毒関連の問題としては注意が必要であ

る。さらにビターアプリコットは健康志向

（がん予防）を目的とした製品として販売

されていることも気に留めておく必要が

ある。 

きのこが問題になった事例は植物より

も少なく 13 件のみであった。その中で影

響地域が広かったのはルーマニア産の冷

凍セイヨウタマゴタケ（Amanita caesarea）

にタマゴテングタケが混入した事例で、通

知したスペイン以外にポルトガルや米国

に対しても通知されていた。他に、中国産

の乾燥きのこへのテングダケの混入など

が通知されていた。きのこの冷凍品や乾物

は輸入されることもあると考えられるた

め、まれではあるものの毒きのこが混入す

る可能性があることに留意する必要があ

る。 
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D. 結論 

細菌に関しては、食および人のグローバ

ル化により、海外から様々な食品および人

が国内に入りやすくなっている。同時に、

食中毒菌により汚染された食品が入って

くる機会も増加していると考えられる。海

外の発生状況の情報収集および国内の監

視体制の整備、発生時の迅速な情報週、連

携ならびに分離菌株のデータベースの一

層の拡充を図る必要がある。 

自然毒に関しては、新たな簡便な検査法

を整備し検査の裾野を拡大させるととも

に、植物性自然毒の危険性、リスクをさら

に一般国民に向けて情報提供を行い周知

させることが一層求められる。これまでに

作成した自然毒データベースをさらに拡

充させ、検査法整備にも役立てることが必

要である。 

また、INFOSAN や RASFF の提供する

情報を継続的にモニターし、収集解析する

ことも重要である。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

各分担報告書に記載した。 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「国内侵入のおそれがある生物学的ハザードのリスクに関する研究」 

平成 26 年度分担研究報告書 

 

サルモネラ、赤痢菌、コレラ菌等の細菌学的分析 

 

研究分担者 泉谷秀昌（国立感染症研究所 細菌第一部 第二室 室長） 

研究要旨 

食水系細菌感染症にはサルモネラ症、赤痢、コレラなどがあり、これらは国内外でさ

まざまな汚染ルートを介して多くの患者を発生させており、公衆衛生上重要な感染症で

ある。本研究では、こうした細菌感染症を対象に、海外での流行情報を収集すること、

ならびに国内侵入への対応のため、分離菌株の解析手法の検討を行うことを目的とする。

サルモネラは、国内外で多くの食中毒を起こしており、欧米では国際的な流行に発展す

ることもある。本年度は米国ではチアパウダーを原因食品とするサルモネラの食中毒事

例などが発生した。また、昨年わが国で発生した輸入食材を推定原因食品とするナグビ

ブリオの食中毒事例株についてさらに分子疫学的解析の検討を行った。 

 

A. 研究目的 

サルモネラ症、赤痢、コレラなどは、汚

染された飲料水・食品を介して感染する経

口感染症の代表的なものである。 

サルモネラは、国内外で多くの食中毒の

原因となっている。わが国では 1990 年代に

サルモネラ食中毒のピークがあったが、現

在でもなお、細菌性食中毒発生の原因物質

別で上位を占めている。サルモネラは 2,500

種以上の血清型から成り、海外でも多様な

原因食品を介して多くの食中毒が発生して

いる。とくに、サーベイランス体制が確立

されている欧米からの報告が多い。 

細菌性赤痢は赤痢菌に汚染された食品や

水を介して感染する。国内の患者発生数は

年間 100 名前後であり、大半は海外渡航者

による輸入例である。しかしながら、近年

発生した集団事例の中には海外からの輸入

食品との関連が示唆されたものもあった。

一方で、国内例はそのほとんどが散発もし

くは家族内事例などの小規模なものであり、

感染源の究明にいたることはほとんどない

のが現状である。細菌性赤痢は主として途

上国で発生しており、菌株解析を通じて輸

入例と国内例の対比を行うことは重要な工

程である。 

上記の現状から、本研究では、海外で発

生した食中毒の情報収集とともに、分離菌

株の解析を通じて国内外の流行菌型を特徴

づけ、そのデータバンクの構築を行う。前

者についてはサルモネラを、後者について

は赤痢菌を主な対象とする。また、昨年度

は発生したナグビブリオの食中毒関連株に

ついて、分子疫学的解析手法の検討も行っ

た。 

 

B. 研究方法 

海外事例の情報収集は論文雑誌・米国
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CDC、欧州 CDC からの資料などを参考に

した。 

赤痢菌およびナグビブリオ分離株に関し

ては、パルスフィールドゲル電気泳動法

（pulsed-field gel electrophoresis; PFGE）、

もしくは複数遺伝子座を用いた反復配列多

型 解 析 （ multilocus variable-number 

tandem-repeat analysis; MLVA）を使用し

た。得られたデータを BioNumerics ソフト

ウェアに取り込み、データベースの構築、

並びにクラスター解析を行った。 

 

C. 研究結果および考察 

今年度を中心に最近海外で発生した食中

毒事例の中から、輸入食品もしくは複数国

が関連した事例を表 1 にまとめた。2013-14

年にかけて発生したチアパウダーによる米

国およびカナダの事例は同一事例である。

本事例では複数の血清型によって食品が汚

染されていた。2011-13 年にかけて発生し

た七面鳥肉による欧州での事例は、同時期

にSalmonella Stanley感染事例が710例発

生し、PFGE パターン一致例が 234 例であ

った。2011 年ノルウェーの事例では、原因

物質が Shigella sonnei であり、同時期に発

生した 2 件の事例の菌株及び疫学情報の解

析から輸入バジルが原因食とされた。本食

品はオランダを通じでイスラエルから輸入

されたものであった。 

2013年に発生したナグビブリオO144を

原因物質とする食中毒事例関連株について、

コレラ菌で使用されている 7 か所の遺伝子

座を用いてMLVAを実施した。結果として、

おそらく血清型ごとに分かれていると推測

されるが、患者株の大半を占め、起因菌と

考えられた O144 株は全て同じタイプであ

った（図 1）。また、PFGE が同株と一致し

た食品株も同じ MLVA 型であった。一方そ

の他のマイナーな患者株および食品株のほ

とんどは異なる型を示した。これは PFGE

の結果とほぼ一致し、本事例関連株に限っ

ては MLVA も有用であると考えられた。た

だし、今後種々のナグビブリオに本法が対

応可能かどうかについては検討すべきであ

ろう。 

2014 年に当部に送付され、解析された

Shigella sonnei は 34 株であった。うち、

輸入例は 25 株で、東南アジア 14 株、南ア

ジア 10 株、東アジア 1 株であった。これら

について、MLVA による解析を行った。上

記輸入例はそれぞれ、これまでに収集した

データベース上にて各地域に相応するグル

ープに振り分けられた。カンボジア輸入例

については、過去1-2年ほどの傾向と同様、

南アジア由来株と近縁の型となった（図 2）。

2014 年 10 月にインドツアーによる事例が

発生し、関連と推定される株が 2 株送付さ

れたが、互いに一致した。 

現在 S. sonnei MLVA データベースは

900 株ほどになっており、感染地域ごとに

整理していく必要がある。データ数が少な

い地域もあり、また、カンボジアのように

傾向に変化が見られる国もあることから、

引き続きデータベースの厚みを増していく

必要があると考えられる。 

 

D. 結論 

近年の食および人のグローバル化により、

海外から様々な食品および人が国内に入り

やすくなっている。と同時に、食中毒菌に

より汚染された食品が入ってくる機会も増

加していると考えられる。昨年度のナグビ
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ブリオの事例など、これまで国内ではあま

り発生しなかった菌種による食中毒事例に

ついて MLVA の有効性を検討し、一定の成

果は得られた。今後の動向によっては、種々

の事例に対応できるような試験系の構築を

検討する必要があるだろう。今後も、海外

の発生状況の情報収集および国内の監視体

制の整備、ならびに分離菌株のデータベー

スの拡充を図る必要がある。 

 

菌株送付にご協力いただいた地方衛生研

究所等の先生方に深謝いたします。 

 

E. 研究発表 

論文発表 

Matsumoto Y, Izumiya H, Sekizuka T, 

Kuroda M, Ohnishi M. Characterization 

of blaTEM-52 -carrying plasmids of 

extended-spectrum-β–lactamase- 

producing Salmonella enterica isolates 

from chicken meat with a common 

supplier in Japan.  

Antimicrob. Agents Chemother. 2014 

Dec;58(12):7545-7. 

 

F. 知的所有権取得状況 

１ 特許取得 

なし 

２ 実用新案 

なし 

３ その他 

なし  



18 
 

 

表 1．主な

 

 

 

．主な輸出入品関連事例

 

輸出入品関連事例

 

輸出入品関連事例 

  



 

図1．

紫が患者株

 

 

 

 

 

．ナグビブリオによる食中毒事例関連株の

患者株、赤が食品由来株

ナグビブリオによる食中毒事例関連株の

、赤が食品由来株

ナグビブリオによる食中毒事例関連株の

、赤が食品由来株。 

ナグビブリオによる食中毒事例関連株のMLVAMLVAの結果。下はの結果。下はNotI-PFGE

 

PFGE解析の結果

19 

の結果。
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図 2．Shigella sonnei MLVA－MST の一部。青、2013-2014 年カンボジア渡航歴ありの患

者由来株。オレンジ、南アジア渡航歴ありの患者由来株。 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「国内侵入のおそれがある生物学的ハザードのリスクに関する研究」 

平成 26 年度分担研究報告書 

 

各国におけるリステリア症発生状況 
及び Listeria monocytogenes 菌株の分子疫学的解析に関する研究 

 

研究分担者 岡田由美子 国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 第三室長 

研究協力者 吉田麻利江 国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 

 研究要旨 

人に脳脊髄膜炎、流死産及び敗血症を引き起こすリステリア症の原因菌 Listeria 

monocytogenes（リステリア）の主要な感染経路は、本菌に汚染された食品であるこ

とが明らかとなっている。本菌は自然界に広く分布しており、動物の腸管内、河川水、

土壌等から分離されるため、食肉、乳及び乳製品等の農産物の一次汚染を防止するこ

とは困難である。また、本菌は低温や高食塩濃度等への抵抗性が強く、冷蔵庫内でも

増殖すること、食品製造環境で長期間生残することが知られている。そのため、生ハ

ム・サラミ等の非加熱食肉製品やナチュラルチーズ等の乳製品、水産加工品、野菜等

様々な食品から本菌の検出が報告されている。欧米諸国では数年に一度の頻度でリス

テリア症の集団感染が起こっており、その原因食品も食肉製品や乳製品のみならず、

セロリ、メロン、リンゴ菓子等様々である。現時点では、日本国内においてリステリ

ア症の集団感染事例はほとんど見られていないが、散発事例の発生件数は海外と比較

して極端に低いわけではない。リステリアによる髄膜炎、敗血症等の潜伏期間は長く、

1 か月から最長 3 か月にも及ぶため、国内の散発事例における原因食品の同定は大変

困難である。 

本研究では、平成 24 年度より海外から侵入しうる感染症の原因菌として、パルスフ

ィールドゲル電気泳動法（PFGE）を用いたリステリアの分子疫学的解析を行い、国

内散発例の原因食品究明に役立て得るデータベース作成を行い、国内産食品や輸入食

品および患者由来株のデータを蓄積すると共に、得られた情報の解析を行った。 

 

A. 研究目的 

重篤な食品媒介感染症であり人獣共通感

染症でもあるリステリア症は、発症時の致

命率が 20－30％にも及び、主な症状は脳脊

髄膜炎、敗血症である。また、妊産婦の感

染時には流死産を引き起こすことが知られ

ている。その原因菌である Listeria 

monocytogenes（以下リステリア）は、動

物の腸管内、土壌、河川水や食品工場、冷

蔵庫内など様々な環境に存在している。ま

た、本菌は高度な環境抵抗性をもち、−1℃

もの低温下での低温増殖能、20％もの高食

塩濃度下での生存能を有し、食品の一次汚

染並びに加工・保存過程での二次汚染の制

御が困難である。ヨーロッパ諸国では数年

に一度の頻度で、北米ではほぼ毎年リステ
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リア症の集団事例が見られている。2008

年にはカナダで、1 工場で製造されたロー

ストビーフ等の食肉加工品数品目を原因食

品とする集団事例により、57 名が発症、う

ち 23 名が死亡した。平成 23 年 9 月には米

国でカンタロープメロンを原因食品とした

複数の州にまたがる集団事例が発生し、

146 名の患者数、うち 30 名の死亡が報告

された。また、デンマークでは 2013 年か

ら 2014 年に冷製肉を感染源とする患者数

41 人、死者 17 人に上る集団事例が発生し、

2014 年に米国ではもやしやリンゴ菓子製

品等を原因とした集団事例が発生している。

その他、過去の事例における原因食品とし

てはナチュラルチーズ等の乳製品、スモー

クサーモン等の水産物及びその加工品、ロ

ーストビーフ等の食肉及びその加工品、サ

ラダ等様々な食品が報告されている。国内

においては、リステリア症は報告義務のな

い疾患であり、2008－2011 年の患者数は

感染症研究所による院内感染対策サーベイ

ランス検査部門データを用いた調査で、

307 例で、人口 100 万人当たりの推定罹患

率は約 1.6 人であった。一方、日本国内で

は集団事例はほとんど報告されておらず、

2001 年の国内産ナチュラルチーズを原因

食品とする 1 例が確認されているのみであ

る。リステリア症は健康成人には主に下痢

や風邪様症状を主症状とする非侵襲性とな

るが、高齢者、基礎疾患を持つ人、妊産婦

等のハイリスクグループには流産、髄膜炎、

敗血症等を引き起こす侵襲性リステリア症

を引き起こす。潜伏期間は前者で数日、後

者は長い場合には 3 ヶ月にも達する。その

ため、侵襲性リステリア症の散発事例で原

因食品が特定されることはほとんどない。

また、過去の調査により、国内で流通する

食品がある程度本菌に汚染されていること

が明らかとなっている。分担研究者らが実

施した平成 19 年度の厚生労働科学研究「輸

入食品における食中毒菌サーベイランス及

びモニタリングシステム構築に関する研究」

の分担研究「輸入非加熱食肉食品の

Listeria monocytogenes による汚染状況」

では、国内で一般に流通している生ハム、

サラミ等の非加熱食肉製品 68 検体中４検

体（5.9％）から、平成 21 年度の食品等検

査費で実施された「一般流通食品における

リステリア汚染実態調査」においては市販

非加熱喫食食品 1500 検体中 21 検体（1.4％）

から本菌が分離された。輸入時の検疫で非

加熱食肉製品とナチュラルチーズのリステ

リア汚染検査がなされているものの、輸入

量の一部にとどまっている。本研究では、

海外から汚染食品を媒介して国内に侵入し

うる感染症の一つとしてリステリア症に着

目し、その発生状況を正確に把握するため

の情報を収集するとともに、様々な由来の

リステリア菌株の分子型別データを収集、

蓄積することにより、国内発生事例の原因

食品同定に役立てることを目的として、研

究室保有の輸入食品、国内産食品及び患者

由 来 株 計 130 株 を 用 い た L. 

monocytogenes のパルスフィールドゲル

電気泳動法（PFGE）による分子疫学的解

析を実施した。 

 

B. 研究方法 

１．検体 

日 本 国 内 で 分 離 さ れ た L. 

monocytogenes 130 菌株を解析に使用し

た。その内訳は、国内患者由来株 13 株、

鶏肉由来株 35 株、豚肉由来株 28 株、牛肉

由来株 22 株、水産食品由来株 17 株、その
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他の食品由来株 13 株、環境由来株 1 株及

び標準菌株（ATCC19115 株）1 株であっ

た（表 1）。それらのうち、牛肉は 11 検体

から、豚肉は 14 検体から各 2 株、鶏肉は

12 検体から各 2 株分離されたものを用い

た。血清型の内訳は、1/2a が 64 株、1/2b

が 21 株、1/2c が 25 株、4b が 13 株、その

他の血清型が 6 株、血清型不明株が 2 株で

あった。 

 

２．PFGE による分子型別 

昨年度作成した、米国 CDC の方法を基

本とした L. monocytogenes の PFGE 解析

法の標準的プロトコールの改正版にしたが

って、PFGE 解析を実施した。制限酵素は

ApaI と AscI を用いた。得られた画像は

BioNumerics ソフトウェア（ver.6.1）を用

いて解析した。系統樹作成には、非加重結

合法（Unweighted Pair Group Method 

with Arithmetic mean、UPGMA 法）を用

い、tolerance は 1.0 に設定した。 

 

３．諸外国におけるリステリア症集団事例

に関する情報収集 

 2014 年に発生した海外におけるリステ

リア症の集団事例について、国立医薬品食

品衛生研究所 安全情報部が発表している

食品安全情報等を基に、情報を収集した。 

 

C. 研究結果 

１．PFGE による分子型別 

食 品 及 び 患 者 等 に 由 来 す る L. 

monocytogenes 菌株の ApaI 切断による

PFGE 解析の結果を図１に、AscI 切断の結

果を図２に示した。AscI を用いた場合の系

統樹は、ApaI を用いた場合と全体的には

同じような結果が得られたが、AscI を用い

た場合の方が菌株の相同性が高くなる傾向

にあることが示された。同じ食品由来の 2

株の解析結果の比較においても、ApaI を

用いた場合の方が AscI を用いた場合より

も高い相同性が検出される傾向が示された

（表２）。また、同一食品由来株で異なる血

清型の菌株が分離される例が 3 例あり、血

清型が同一でも 2 菌株間の相同性が低い例

も 6 例見られた。また、どちらの制限酵素

を用いた場合でも、食品由来株は血清型に

よりクラスターが大別されることが示され

た。しかしながら、患者由来株においては、

必ずしも食品由来株による血清型ごとのク

ラスターと一致しないことが示された（図

１及び２）。また、わずかではあるが食品由

来株においても血清型ごとのクラスターの

中に別の血清型の菌株が分類されるものが

あった。今回の解析では、明太子由来株、

鶏肉由来株、食肉製品由来株において患者

由来株と高い相同性を示した株が見られた。

これらのうち、食品由来株と患者由来株で

2 種類の PFGE パターンと血清型の全てが

完全に一致しているものはなかった。また、

フランス産チーズ、マグロすきみ及びいく

ら由来の 3 菌株が他の菌株と大きく離れた

パターンを示しており、極めて独自性の高

いクローンであることが明らかとなった。 

 

２．諸外国におけるリステリア症集団事例

に関する情報収集 

 2014 年に諸外国で発生した患者数が 3

名以上のリステリア症集団事例は 6 例見ら

れた。原因食品は、3 例が乳製品、1 例が

デリミート、1 例が野菜、1 例が果物であ

った（表３）。発生国は米国、カナダ、デン

マークであった。 
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D. 考察 

本研究において、国内患者由来株 13 株、

食品由来株 115 株、環境由来株 1 株及び標

準菌株の計130菌株についてPFGEによる

解析を実施した結果、制限酵素 ApaI を用

いた解析は分解能が高く、AscI を用いた解

析は菌株間の類似性の検出に優れているこ

とが明らかとなった。これは、リステリア

ゲノム中のApaI切断部位がAscI切断部位

よりも多く存在することに起因していると

思われた。どちらの制限酵素を用いた解析

でも、食品由来株は血清型と高い相関をも

って分類されることが示された。一方、患

者由来株は異なる傾向を示したため、これ

らの菌株について PCR 法などを加えた血

清型の詳細な再検討が必要であるとともに、

患者由来株について更にデータを蓄積する

必要があると思われた。また、牛肉、豚肉

及び鶏肉において、同一検体から分離され

た同一血清型の複数の菌株において、

PFGE パターンが異なる例が複数見られ、

一つの食品が複数のクローンに汚染されて

いる例がしばしば存在することが示された。

このことから、食中毒発生時の原因食品究

明時には、疑い食品から分離された本菌の

複数のクローンについて血清型別及び分子

疫学解析をする必要があることが示唆され

た。以上の結果から、米国 CDC の手法を

基にした PFGE 解析法により、国内の様々

な由来のリステリア菌株の分子疫学的デー

タを蓄積し、解析していくことで、散発例

を含むリステリア症事例の原因食品を推定

し、検疫強化や消費者への情報提供を通じ

て、食品媒介リステリア症の発生を低減し

うる可能性が示唆された。そのためには、

より多くの食品由来株や患者由来株につい

て、多面的な分子疫学的解析を行い、国内

の多くの試験所からの情報を統合、データ

ベース化するとともに、国際的な情報の共

有が必要であると思われた。また、国際的

にリステリア症の集団事例の原因物質は従

来多かった動物性食品から、野菜、果物等

多様な食品に拡がってきており、国内への

侵入経路として様々な食品を考慮に入れる

必要性が高まっていると思われた。 

 

E. 結論 

本研究の結果、リステリアの PFGE 解析

において、制限酵素 ApaI を用いた解析は

分解能が高く、AscI を用いた解析は菌株間

の類似性の検出に優れていることが示され

た。これらのデータの継続的蓄積と有効活

用により、米国等で行われているのと同様

に、現在原因食品が特定されていない国内

のリステリア症事例の原因食品を推定する

ことが可能になると思われる。 

 

F. 健康危険情報 

特になし。 
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表１．使用菌株の由来と血清型 

 

 

 

表２．同一食品由来の 2菌株における PFGE パターンの相同性 

太字は 2菌株間の血清型が異なるもの 

 

 

 

表３．2014 年に発生した主なリステリア症集団事例 

血清型 合計 鶏 豚 牛 水産物 その他 患者 

1/2a 64 20 12 8 13 7 4 

1/2ｂ 21 7 7 1 1 3 1 

1/2ｃ 25 4 8 9 0 2 2 

４ｂ 13 3 0 4 2 1 3 

その他 8 1 1 0 1 2 3 

合計 130 35 28 22 17 15 13 

  
同一食品由来の 2 菌株間の相同性（％） 

由来 

食品 

制限 

酵素 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

牛 ApaI 89.4 97.6 50.7 100 100 96.3 92.2 100 59.9 90.1 95.9 － － － 

 
AscI 98.7 100 46.8 98.7 100 98.7 100 93.1 54.1 100 100 － － － 

豚 ApaI 63.9 46.8 50.7 87 87 100 93.8 100 100 97.7 － 95.9 100 90.9 

 
AscI 64.7 50.7 46.8 88.6 88.6 100 95 96.3 99.3 89.7 － 94.8 100 100 

鶏 ApaI 100 100 91.6 100 96.8 100 95.1 94.7 50.7 94.7 55.4 97.3 － － 

 
AscI 100 100 97.3 100 100 100 100 100 46.8 92.3 54.1 100 － － 

  国名 発生時期 原因食品 患者数 死者数 母子感染 

1 USA 2014.2 チーズ 8 1 2 組 

2 デンマーク 
2013.9～

2014.8 
デリミート 41 17 

 

3 USA 2014.6～8 もやし 5 2 
 

4 USA 
2013.9～

2014.8 
チーズ 3 1 1 

5 USA・カナダ 2014.10～12 キャラメルアップル 34 6 
 

6 USA 2015 チーズ及びサワークリーム 3 1 
 



 

 

図１．制限酵素

 

 

図１．制限酵素

 

図１．制限酵素 ApaI を用いた

 

を用いた PFGE 解析の結果

  

解析の結果（（1/3） 
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図１．続き．続き（2/32/3）     
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図１．続き．続き（3/3

C:鶏肉、B:

□：血清型

3/3） 

B:牛肉、 P:豚肉、

□：血清型 1/2b、■：

 

豚肉、 S:水産食品、

、■：4b、◇：3b

 

水産食品、 O:その他、

3b、◆：4d、○：

  

その他、 L: 

、○：1/2a、●：

L: 臨床、TYPE:

、●：1/2c、△：

■  
○  
○  
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図２．制限酵素
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を用いた PFGE 解析の結果

  

解析の結果  
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図２．続き
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「国内侵入のおそれがある生物学的ハザードのリスクに関する研究」 

平成 26 年度分担研究報告書 

 

微生物・ウイルス関連の食品安全情報の収集解析 

 

研究分担者  豊福 肇  山口大学共同獣医学部 

研究要旨 

食品の国際貿易の拡大に伴い、微生物に汚染された食品は国境を越えて移動し、それ

に伴い、アウトブレイクも世界各国に瞬く間に拡散し、世界中で健康被害が生じる。本

研究では、WHO の INFOSAN Emergency を通じ、国際的に警報が発生られた事例、

欧州の RASFF による警告が発生られている事例等を解析し、我が国の国内侵入のおそ

れがある生物学的ハザードによるリスクを如何にして早く発見し、リスクを低減させる

かについて検討した。 

 

A. 研究目的 

これまでに発生した多国間集団事例や我

が国と関係の深い INFOSAN、欧州などの

主だった集団事例を中心に情報収集を行っ

た。 

情報収集を通じて海外における流行菌型

の調査を行い、これを国内の状況と照らし

合わせて、新たな検査体制、サーベイラン

ス体制の検討に用いることで、突発的な中

毒事例に対応可能できるか、検討し、若干

の知見が得られたので報告する。 

 

B. 研究方法 

１．INFOSAN emergency の事前緊急情報

収集・解析した。 

２．海外の規制・リスク評価機関等より情

報収集・解析アラート情報に注目

（RASFF, EFSA, FDA, FSANZ など）

し、我が国への侵入のおそれのある事例

を調査した。 

 

C. 研究結果 

１．INFOSAN Emergency によるアラート

情報 

INFOSAN は食品安全担当機関の国際的

なネットワークであり、 

• 世界規模で重要な食品安全情報を広める 

• 汚染食品の国際的な拡散を防ぐことをゴ

ールとした協力の改善 

を目的としている。 

毎月、INFOSAN のグローバル サーベ

イランスには、平均 157 件の国際的に重要

と考えられる食品安全上の懸念疑い事例の

通報がある。そのうち、平均 10.5 事例は

INFOSAN によるフォローアップ活動が必

要となる。 INFOSAN Emergency ネット

ワークは重篤で、かつ国際貿易が関与する

食品汚染イベントにおいてのみ活性化され

るので、月平均 1.25 件の INFOSAN 

Emergency アラートが発せられる。 
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過去の

の事例としては、

主にアフリカの

た乳児用調製粉乳から

検出され、すべての

セ―ジを受け、ほとんどの国は

報を要求した。これらの国は公式の情報を

INFOSAN

2007

のピーナッツバターが

していることを突き止め

はおよそ

当該製品はインターネット

されていたため、製品のトレイスバックは

非常に難しかった。すべての

メンバーが

た。 

 

平成

平成

生物ハザードよるアラートは

た。 

 

事例１

カナダ産の有機発芽

粉末を含む種々の製品により、アメリカ及

びカナダ

イク 

• 日時

• 関係国

アイスランド、インド、シンガポール、

スロベニア

• 食品カテゴリー

• 汚染食品

粉末を含む種々の製品

過去の INFOSAN Emergency 

の事例としては、

主にアフリカの

た乳児用調製粉乳から

検出され、すべての

ジを受け、ほとんどの国は

報を要求した。これらの国は公式の情報を

INFOSAN からのみ受信したと報告した。

2007 年 3 月、米国がメジャーな

のピーナッツバターが

していることを突き止め

はおよそ 70 か国に輸出されていた。さらに、

当該製品はインターネット

されていたため、製品のトレイスバックは

非常に難しかった。すべての

メンバーが INFOSAN 

 

平成 26 年度の INFOSAN 

平成 26 年度には健康危害が関連する微

生物ハザードよるアラートは

 

事例１ 

カナダ産の有機発芽

粉末を含む種々の製品により、アメリカ及

びカナダにおけるサルモネラ症アウトブレ

 

日時：6 月 6

関係国：カナダ、米国、バーレーン、

アイスランド、インド、シンガポール、

スロベニア 

食品カテゴリー

汚染食品：有機発芽

粉末を含む種々の製品

INFOSAN Emergency 

の事例としては、2005 年 7 月フランスから

主にアフリカの 13 か国へ向けて出荷され

た乳児用調製粉乳から Salmonella

検出され、すべての 13 か国が

ジを受け、ほとんどの国は

報を要求した。これらの国は公式の情報を

からのみ受信したと報告した。

米国がメジャーな

のピーナッツバターが Salmonella

していることを突き止められ

か国に輸出されていた。さらに、

当該製品はインターネットを通じて

されていたため、製品のトレイスバックは

非常に難しかった。すべての

INFOSAN アラート

INFOSAN アラート

年度には健康危害が関連する微

生物ハザードよるアラートは

カナダ産の有機発芽チア（chia

粉末を含む種々の製品により、アメリカ及

におけるサルモネラ症アウトブレ

6 日 2014 年

カナダ、米国、バーレーン、

アイスランド、インド、シンガポール、

 

食品カテゴリー：特殊栄養食品

有機発芽チア

粉末を含む種々の製品 

INFOSAN Emergency アラート

月フランスから

か国へ向けて出荷され

Salmonella 属菌

か国がアラートメッ

ジを受け、ほとんどの国は follow up 

報を要求した。これらの国は公式の情報を

からのみ受信したと報告した。

米国がメジャーなブランド

Salmonella に汚染

られた。この製品

か国に輸出されていた。さらに、

を通じても販売

されていたため、製品のトレイスバックは

非常に難しかった。すべての INFOSAN 

アラートを受信し

アラート 

年度には健康危害が関連する微

生物ハザードよるアラートは 2 件発せら

chia）の種子の

粉末を含む種々の製品により、アメリカ及

におけるサルモネラ症アウトブレ

年 

カナダ、米国、バーレーン、

アイスランド、インド、シンガポール、

特殊栄養食品 

チア(chia)の種子の

 

アラート 

月フランスから

か国へ向けて出荷され

属菌が

メッ

follow up 情

報を要求した。これらの国は公式の情報を

からのみ受信したと報告した。 

ブランド

に汚染

た。この製品

か国に輸出されていた。さらに、

も販売

されていたため、製品のトレイスバックは

INFOSAN 

受信し

年度には健康危害が関連する微

件発せられ

の種子の

粉末を含む種々の製品により、アメリカ及

におけるサルモネラ症アウトブレ

カナダ、米国、バーレーン、

アイスランド、インド、シンガポール、

の種子の

• 

• 

 

事例２

Listeria 

Bidart Bros.

Carnival, 

を使用して

ラメルリンゴ（

による

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、

州の

026:H11 with 

intimine)

菌山羊乳を用いたチーズ

Chavignol

情報提供があった。

 報告された疾病

Newport 

ナダ） 

 病原体：Salmonella

Hartford 

事例２ 

Listeria monocytogenes

Bidart Bros.社（ブランド名：

Carnival, 及び

を使用して市販用に製造・包装

ラメルリンゴ（

によるアウトブレイク

 米国の 12

人。患者の発症日は

日～2015 年

 食品カテゴリー

 汚染食品：

 報告された患者数

で同一 PFGE

 病原体：Listeria monocytogenes

また、INFOSAN Emergency

州の Rapid Alert

026:H11 with 

intimine) で汚染された

菌山羊乳を用いたチーズ

Chavignol" が我が国に流通しているとの

情報提供があった。

報告された疾病：27 人の

Newport 及び Hartford 

Salmonella Newport 

  

monocytogenes に汚染された

社（ブランド名：

及び Merb’s Candies

市販用に製造・包装

ラメルリンゴ（caramel apples

アウトブレイク 

12 州から報告された患者計

人。患者の発症日は 2014

年 1 月 6 日。

食品カテゴリー：野菜果実

：リンゴ、カラメルリンゴ

報告された患者数：米国

PFGE パターン

Listeria monocytogenes

INFOSAN Emergency

Rapid Alert から連絡のあった、

026:H11 with eae gene (coding for 

で汚染されたフランス産の未殺

菌山羊乳を用いたチーズ "Crottins de 

が我が国に流通しているとの

情報提供があった。 

人の Salmonella

Hartford 患者報告

Newport 及び

に汚染された

（ブランド名：Happy Apple, 

Merb’s Candies）のリンゴ

市販用に製造・包装されたキャ

caramel apples：写真参照

州から報告された患者計

2014 年 10 月

。 

野菜果実  

リンゴ、カラメルリンゴ

：米国 32 人、カナダ

パターン 2 人 

Listeria monocytogenes

INFOSAN Emergency を通じ、欧

から連絡のあった、E.coli

gene (coding for 

フランス産の未殺

"Crottins de 

が我が国に流通しているとの

Salmonella 

患者報告（カ

及び 

に汚染された

Happy Apple, 

のリンゴ

たキャ

：写真参照）

州から報告された患者計 35

月 17

リンゴ、カラメルリンゴ  

、カナダ

Listeria monocytogenes 

を通じ、欧

E.coli 

フランス産の未殺

"Crottins de 

が我が国に流通しているとの
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シガトキシンをコードしている stx 遺伝

子はこれらの分離株から特定されていない

が、大腸菌は stx 遺伝子を容易に得たり、

失ったりすることが示されており、eae 陽

性のE. coliの分離株は容易に stx 遺伝子を

得て病原性になり得ることと考えられてい

る。 

  

INFOSAN 活動報告書のレビュー 

2011、12 及び 13 年の INFOSAN 活動報

告書をレビューした。 

 

表 1 地域別イベント数 

 INFOSAN Emergency

イベント 

地域別 2011

年の

数：46 

2012

年の

数： 

42 

2013

年の

数：44 

Africa (AFRO) 2 2 0 

Americas 

(AMRO)  
22 19 17 

Eastern 

Mediterranean 

(EMRO)  

6 3 6 

Europe 

(EURO) 
21 27 30 

South-East 

Asia (SEARO)  
3 6 5 

Western 

Pacific (WPRO) 
17 19 16 

 

アフリカ、ヨーロッパ及び西太平洋地域

事務所でのアラート発生が多かった。（表 1） 

 

表 2 食品カテゴリー別イベント数 

食品 

カテゴリー 

2011 年

46 件 

2012 年

42 件 

2013 年 

44 件 

アルコール飲

料 
2 1 1 

動物用飼料 1 1 0 

シリアル及び

シリアルベー

スの食品 

0 2 2 

複合食品  4 0 0 

動物由来の脂

肪及びオイル  
1 0 0 

魚及びその他

の海産食品  
3 4 5 

乳児用及び小

児用食品 
1 2 0 

果実及びその

製品 
7 5 3 

ハーブ、スパ

イス 及び 香

辛料  

3 3 2 

豆類  1 0 0 

食肉及びその

製品  
5 5 5 

乳及び乳製品  3 6 7 

ナッツ及びオ

イルシード  
5 2 2 

特殊栄養用途

食品 
3 3 3 

スナック、デ

ザート及びそ

の他の食品  

0 1 1 

砂糖及び菓子 1 2 1 
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不明 2 2 3 

野菜およびそ

の製品 
4 3 6 

 

Emergency アラートが多い食品は 2013

年も、過去 2 年と同様、魚及びその他の海

産食品、野菜果実及びその製品、食肉及び

その製品、乳及び乳製品などであった。（表

2） 

 

表 3 食品ハザード別イベント数 

ハザード 

2011

年 

46 件 

2012

年 

42 件 

2013

年 

44 件 

African Swine 

Fever Virus 
1 0 0 

Influenza A virus 

(H7N9) 
0 0 1 

Bacillus cereus  0 1 0 

Brucella spp.  2 1 0 

Clostridium 

botulinum  
7 4 3 

Clostridium 

sporoneges 
0 0 1 

Cronobacter 

sakazakii  
1 1 0 

Cryptosporidium 

spp.  
0 1 0 

Datura 

stramonium  
0 0 1 

Escherichia coli  6 4 3 

Hepatitis A Virus  1 0 4 

Listeria 

monocytogenes  
2 2 5 

Norovirus  0 1 1 

Salmonella spp.  10 13 7 

Staphylococcus 

spp.  
0 1 1 

Schmallenberg 

virus 
1 0 0 

Vibrio 

parahaemolyticus  
1 0 0 

複数の Hazards 0 1 0 

 

通報原因となったハザードとしては例年

通り Salmonella spp. が最も多く、次いで

Listeria monocitogenes、A 型肝炎ウイルス

であり、過去 2 年間多かった、Clostridium 

botulinum 及び Escherichia coli は 3 件で

あった。 

 

２．欧州の RASFF の解析 

2013 年の食中毒関連の通報としては

2012 年より増え 53 事例であった。 

 

表4 RASFFで微生物による食中毒でアラ

ートが発せされた事例（2013 年） 

ハザード 食品 患者 原産国 

Norovirus 
活はま 
ぐり 

5 ポルトガル 

Norovirus カキ 8 スペイン 

Salmonella 
Rissen 

乾燥有機
クロレラ 

1 
中国(英国
経由) 

ヒスタミン 
マグロ 
ロイン 

3 スペイン 

ヒスタミン 
マグロ 
ロイン 

4 スペイン 

Norovirus 
チルド 
活カキ 

9 フランス 
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Norovirus 
(group I&II) 

チルド 
活カキ 

3 フランス 

ヒスタミン 
冷凍 
マグロ 

4 ベトナム 

ヒスタミン 
チルド 
マグロ 
ロイン 

11 スペイン 

ヒスタミン 
生鮮 
マグロ 

4 スペイン 

ヒスタミン 
チルド 
マグロ 
ステーキ 

2 スペイン 

VTEC O157:H7 
冷凍ハン
バーガー 

2 
蘭、ポーラ

ンド 

Norovirus 
チルド 
カキ 

9 仏 

Norovirus カキ 1 仏 

Norovirus 
(G I&G II) 

チルド 
カキ 

5 仏 

Norovirus 
(G I&G II) 

チルド 
カキ 

10 蘭 

Norovirus 
(G I&G II) 

カキ 37 
スペイン
(蘭経由) 

ヒスタミン 
ツナ缶(オ
リーブ油
入り) 

1 
原材料コー
トジボアー
ル、仏製 

Norovirus はまぐり 12 ポリトガル 

HAV イガイ ？ スロベニア 

HAV 
チルド 
カキ 

1 仏及び蘭 

HAV 
冷凍 
ベリー 

4 

伊 
(原材料は
ブルガリ
ア、カナダ、
ポーラン
ド、セルビ
ア) 

ヒスタミン 
オリーブ
油アン 
チョビ 

5 スペイン 

ヒスタミン 
チルド 
イワシ 

2 伊 

HAV 
冷凍 
いちご 

90 

モロッコ、
エジプト
(ベルギー
で包装) 

Clostridium 
perfringens 

豚骨付き
肉 

2 伊 

Salmonella 
Enteritidis 

卵 49 スペイン 

Norovirus 
(G II) 

カキ 9 仏 

HAV ？ 16 
アイルラン

ド 

？ 卵 13 スペイン 

HAV 
冷凍ベリ
ーミック

ス 
2 

イタリア 
(原材料は
チリ、ポー
ランド、セ
ルビア、ス
ウェーデ
ン) 

Clostridium 
botulinum 

アーモン
ドピュレ 

1 仏 

Listeria 
monocytogenes 

未殺菌 
羊乳 
チーズ 

3 仏 

Salmonella 
typhimurium 

加熱ハム 49 
英国(原材
料は DK) 

Salmonella spp. 
冷凍 
塩漬 
鶏肉 

1 
タイ(蘭経

由) 

HAV 
冷凍 

ミックス
ベリー 

1 
ブルガリ
ア、ポーラ

ンド 

Norovirus 
冷凍ラズ
ベリー 

29 ポーランド 

ヒスタミン 
アン 
チョビ 
フィレ 

2 モロッコ 

Norovirus 
(GI) 

冷凍ラズ
ベリー 

13 
ポーランド
(原材料は
セルビア) 
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その中でも特筆すべき事例は、スウェー

デンで 2 名が、EHEC 特有の症状を呈し、

調査の結果、スウェーデンの施設で製造さ

れたハンバーガーの喫食が原因。当該ハン

バーガーはオランダのカット工場でカット

された原材料を使用、牛肉はハンガリー、

ラトビア、ポーランド、英国等の牛肉を用

いてカットしていた。オランダは当該カッ

ト工場から牛肉が出荷されたフランス、英

国、フィンランド、ドイツ等にも警告。こ

のアウトブレイクの前にデンマークで同じ

血清型の VTEC による患者 13 名、うち 8

名が HUS を呈する食中毒が報告されてい

たが、このスウェーデンの事例との関連性

は明らかにできなかった。 

もう 1 つはイタリア産の冷凍ベリーによ

る A 型肝炎ウイルスのアウトブレイクであ

る。A 型肝炎ウイルスの潜伏期間の長さと

ベリーはあらゆるケーキやお菓子に用いら

れたことで、国をまたいだ追跡調査は非常

に困難で、EFSA、ECDC が作業部会を立

ち上げ追跡調査を調整した。患者はイタリ

ア、アイルランド、フランス、英国、ドイ

ツ、オランダ、スウェーデン等に及ぶが、

実際の汚染源の究明には至っていない。ま

た、2013 年 3 から 5 月に、北欧 4 か国にお

いて、モナコ及びエジプト産で、ベルギー

で包装されたいちごによる A 型肝炎ウイル

スのアウトブレイクも報告されていた。 

病原微生物による通報は 642 例と 2012

年より増加していた。これは食肉と二枚貝

からの検出事例が増えたことによる。 

二枚貝ではノロウイルスが 7 件から 27

件に増加したが、これはイタリアとデンマ

ークから通報されるフランス産カキと、輸

入時の検査で発見されたトルコ及びチェニ

ジア産活はまぐりによる。二枚貝のサルモ

ネラは 2012 年の 4 件から 2013 年には 17

件と増加していたがこれは、ベトナム産ボ

イル済二枚貝が RTE 食品なのに、サルモネ

ラが 25ｇ中から不検出という food safety 

criteria を遵守しなかったことによる。 

鶏肉以外の食肉では腸管出血性大腸菌

（STEC）の通報が 2012 年の 18 件から

2013 年には 70 件に増加した。これは主に

アルゼンチン及びブラジル産のチルドビー

フによる。そのほか、イタリアがオースト

リア産の鹿肉から STEC の報告をしている。

鶏肉のサルモネラ属は 2012 年の 54 件から

3 倍に増加したが、半数はブラジル産（60

件）、次いでポーランド産の家禽肉（29 件）

であった（欧州では鶏肉からサルモネラは

検出されてはならない規則である）。 

動物性食品以外では野菜果実の通報が多

く、そのほとんどはサルモネラ属菌による

ものであった。継続的に英国からバングラ

デシュ、インド及びタイ産の paan leaves

（パーン）中のサルモネラの通報が多かっ

た。ノロウイルスはポーランド産のラズベ

リー及び中国産のストロベリーの通報が多

く、後者は 2012 年にドイツで発生した中国

産ストロベリーによる大規模食中毒以降、

輸入時の検査を強化し、発見されたもので

ある。その他のウイルスとして 2013 年に特

筆すべきは A 型肝炎ウイルスであり、種々

の食品素材から同ウイルスを分離する技術

を有するイタリアから 11 件の通報があっ

た。 

国別ではオランダから家禽肉以外の食肉

から STEC の通報が 40 件、英国から野菜

果実からサルモネラ属菌の検出が 34 件が

国別届出件数トップ 10 に入っていた。 
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RASFF から日本政府に対し、汚染食品が

流通していると通報があった事例は 4 件、

日本産の食品が通報対象になったのは 10

件であった。 

 

引用文献：The Rapid Alert System for 

Food and Feed(RASFF), 2013. Annual 

Report 

 

D. 考察 

食品の国際貿易の拡大により、微生物ハ

ザードも国境を越え、世界中に移動する。

それに伴い、患者発生も世界中に拡散しう

る。 

本年度は INFOSAN Emergency ではト

ルコからカナダ産の有機発芽チア（chia）

の種子の粉末を含む種々の製品により、ア

メリカ及びカナダにおけるサルモネラ症ア

ウトブレイクとListeria monocytogenesに

汚染されたシナモンアップルが通報された

が、これらの事例を輸入時の検査だけで、

水際で食い止めることは現実には不可能で

あると考えられた。 

今回調査した 2 つの緊急通報で、頻繁に

通報される病原体はサルモネラ属菌、

STEC、norovirus などが多かったが、

RASFF では HAV に汚染された野菜果実の

通報が増えており、HAV は潜伏期間が長く

原因食品を追及するのが難しいことに加え、

輸入ベリー類はケーキ等の原材料として幅

広い食品に使用されることも多く、追跡調

査を行うことは難しい。 

果実等のノロウイルスに対策については、

ベリー類のノロウイルス汚染を対象に微生

物学的基準を設定することは、HACCP ベ

ースの食品安全管理システムの妥当性確認

および検証に役立ち、食品事業者やその他

の関係者に対し、何が許容可能または不可

能かを伝えることに利用できるが、現時点

では、ベリー類のノロウイルス汚染につい

て工程衛生基準（Process Hygiene Criteria）

や食品安全基準（Food Safety Criteria）を

設定することは、必要なリスクベースのデ

ータの蓄積が不十分なため、難しい。冷凍

ラズベリーやイチゴのノロウイルス汚染に

対する管理対策の改善を支援するため、適

切なデータの収集とそれに続くリスクベー

スでの微生物学的基準の作成が優先事項と

して検討されるべきである。 

微生物による食品由来健康被害を防ぎ、

または侵入後に速やかに汚染食品を排除す

るためには、患者や原因食品からの病原体

の検出だけではなく、PFGE 等の病原体の

遺伝子学的な検索とそのデータベース化、

さらにそれらの情報の迅速な共有、及びそ

れらの情報を検査担当機関がいつでも見え

るようになっていることが重要である。 

また、デンマーク技術大学や UCLA 等が

中心に活動が盛んになっている次世代シー

クエンスプロジェクト（ゲノムそのものを

読んでタイピングを行う手法）もホールゲ

ノムを読む価格が低下してきたことにより

拡大しつつあるので、そういったネットワ

ークとの連携も重要であると考えられる。

昨年度本研究報告で報告したインド産の魚

介類によるアメリカ等で発生したサルモネ

ラ属菌によるアウトブレイクにおいては

PFGE では区別できなかったが、ホールゲ

ノムのシークエンスにより、原因株とイン

ド由来のサルモネラの間に関連性が認めら

れ、PFGE での分類の限界をホールゲノム

シークエンスは補える可能性が示唆された。 
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E. 結論 

輸入時の検査だけで侵入を食い止めるの

は難しく、患者発生を未然に防ぐまたは患

者の発生を最小限に抑えるためには、

INFOSAN や IHR からの早期情報の入手、

必要な組織への入手した情報の迅速な伝達、

サルモネラや HAV ウイルス、さらには C. 

botulinum の遺伝子レベルでの解析能力の

向上、汚染食品を特定し、速やかに回収す

る能力を平常時から維持管理することが重

要であると考えられた。 

輸入時、微生物モニタリングを行う場合

には、喫食前に微生物を死滅させる工程が

ない食品をターゲットにし、サルモネラ、

STEC、Norovirus、Listeria 

monocytogenes などの病原微生物を対象に、

また諸外国の汚染率等から少なくとも 1 検

体からは病原菌が検出できる検体数のモニ

タリング検査を実施することが望ましい。

また、欧州の RASFF 等との情報交換を緊

密にすることで、汚染食品の傾向を事前に

予測することが可能になると考えられた。 
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藤彦，小野寺仁，小池史晃，住奥寿久，
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なし 

 



43 
 

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「国内侵入のおそれがある生物学的ハザードのリスクに関する研究」 

平成 26 年度分担研究報告書 

 

食中毒事例が多いキノコの分子系統樹解析と検査法確立 

 
研究分担者 近藤一成  国立医薬品食品衛生研究所・生化学部 

研究協力者 坂田こずえ 国立医薬品食品衛生研究所・生化学部 

研究協力者 菅野陽平  国立医薬品食品衛生研究所・生化学部 

研究協力者 中村公亮  国立医薬品食品衛生研究所・生化学部 

研究協力者 野口秋雄  国立医薬品食品衛生研究所・生化学部 

研究協力者 福田のぞみ 国立医薬品食品衛生研究所・生化学部

研究要旨  

 きのこによる食中毒は、形態学的に判別が難しい食用きのことの誤食が主な原因である。

日本国内で中毒被害が多いツキヨタケ、クサウラベニタケ、カキシメジ、ニガクリタケの

うち、特に近縁種が多く、かつ形態学的な判別が困難なクサウラベニタケ、および中毒事

例数が常に多いツキヨタケについて、間違えやすい食用きのこと合わせて国内より広くサ

ンプリングして分子系統樹解析を行った。系統樹解析結果をもとに、迅速簡便法として開

発した PCR−RFLP 法は、改良を加えて、加熱調理サンプルからの分析も可能し、クサウラ

ベニタケおよびツキヨタケ迅速食毒判定法として確立した。今回さらに、確定検査のため

の感度および精度に優れたリアルタイムPCR 法をクサウラベニタケおよびツキヨタケに対

して新たに開発した。検査の検証及び普及を今後行うにあたり必要な陽性プラスミドの構

築を行った。本法により、喫食前検査で中毒発生を防止し、超毒発生時の検査で、きのこ

中毒被害事例数の半分を占める、原因きのこ不明の事例の特定につながると考えられる。 

  

A. 研究目的 

日本国内では植物性自然毒（高等植物と

きのこ）による食中毒被害が毎年発生する。

その中で、きのこによる食中毒被害は、多

くの野生きのこが発生する 9 月から 11 月

に集中している。夏の終わりから秋にかけ

て、野生のきのこが発生時期に重なり、多

くの人がきのこ採取を行い、多くの場合に

は採取したきのこの鑑定を行わずにその

まま自宅に持ち帰り、摂取し中毒に至る場

合が多い。国内で中毒事例が多いきのこに

ついて過去 10 年以上のデータを解析する

と、クサウラベニタケとツキヨタケの 2 つ

のきのこであることが判明している。きの

こによる中毒被害事例の中で、原因きのこ

が特定できない場合も多く存在する。これ

は、きのこの判別や同定が経験者の形態学

的判別により行われているためで、その鑑

定能力には大きな個人差があること、形態

をとどめていない細分化されたものや調

理された場合、さらには、摂取後吐瀉物の

場合には同定不可能になる。これらの事実



44 
 

を踏まえて、植物性自然毒の中で、きのこ

による食中毒被害を低減するための施策

として重要なことは次のように考えられ

る。1 つは、きのこ採取者に対する一層の

情報提供と注意喚起であり、もう一つは迅

速にかつ科学的なエビデンスに基づく検

査方法の確立と整備であると考えられる。

日本国内で食中毒被害が多く発生する、ク

サウラベニタケとツキヨタケのうち、クサ

ウラベニタケ（Entoloma rhodopolium と

現在考えられている）は、一般には複合種

と言われ複数の種を含むと考えられてお

り、分類学的にも整理されていない。文献

および遺伝子データベース情報から、ヨー

ロッパにおけるEntoloma rhodopoliumと

して公開されているものと同一かどうか

を含めて、現在まで詳しく検討されたこと

はなかった。そこで、本研究班においてこ

れまでに、クサウラベニタケとその近縁種

について全国からサンプルを収集して遺

伝子配列を解析行い、系統樹解析を行って

きた。その結果を用いて生のきのこの判別

に有効な PCR-RFLP 法を昨年度までに作

成した。本年度は、クサウラベニタケにつ

いては確定法としてリアルタイム PCR 法

を、ツキヨタケについては加熱調理や吐瀉

物を想定し人口胃液処理したサンプルで

も適用可能な PCR-RFLP 法および確定法

として用いるリアルタイム PCR 法を確立

した。 

 

B. 研究方法 

クサウラベニタケとその近縁種に関する

実験 

クサウラベニタケ・ウラベニホテイシメジ

の定性リアルタイム PCR 法 

（１）試料 

昨年度までに収集した、3 つに分類され

たクサウラベニタケおよびウラベニホテ

イシメジの4種類を用いて検討した。また、

特異性確認のため市販の食用きのこ 6 種

（シイタケ、マイタケ、ブナシメジ、エノ

キタケ、マッシュルーム、なめこ）も用い

た。 

 

（２）DNA抽出（DNeasy Plant mini kit） 

 試料を蒸留水でよく洗浄した後、1.5mL 

容チューブ に約 0.5 g 採取して、65℃の

AP1 buffer 600 μL と RNaseA 4 μL を加

えマイクロホモジナイザーを用いて粉砕

混合した。次に、AP2 buffer 195 μL を加

え、ボルテックスでよく混合した後、氷上

で 10 分間静置した。次に、室温で 14,000

×g 10 分間遠心し、その上清を

QIAshredder Mini spin culum に負荷し、

室温で 14,000×g 1 分間遠心し得られた溶

出液を 2mL 容チューブに移した。溶出液

は 1.5 倍量の AP3/E  buffer を加え混合

し、650 μL ずつ数回に分けて DNeasy 

Mini spin culum に負荷した。その際、

10,000×g 1 分間遠心し、溶出液は廃棄し

た。次に、AW buffer 500 μL を DNeasy 

Mini spin culum に負荷後、10,000×g 1

分間遠心し溶出液は廃棄した。これを 3 回

繰り返し、最後に、10,000×g 15 分間遠心

し、余分なアルコールを除去した。DNeasy 

Mini spin culumは新しい1.5mL容チュー

ブに移し、65℃に加温しておいた AE 

buffer 40 μL をシリカメンブレンに負荷し、

5 分静置後、10,000×g 1 分間遠心し溶出

液を回収した。 
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再度、同様の操作を行い、合計 80 μL 

DNA 抽出液を得た。DNA 抽出液は濃度調

整しないで PCR に供する。 

 

（３）リアルタイム PCR 条件 

リアルタイム PCR 装置として 4 色同時

分析可能な Roche 製 LightCycler96 を用

いた。食用のウラベニシメジおよび３つの

毒きのこであるクサウラベニタケ近縁種

のマルチプレックスリアルタイムPCRは、

プライマー対を共通として、プローブを各

きのこに特異性の高い領域に設計した。 

使用したプライマー対およびプローブは

以下の通りである。 

リアルタイム PCR 検知用プライマーとし

て 

Forward primer-1: 

5’-TTCCAAGTGTTCGATTCAACC-3’ 

Forward primer-2: 

5’-CTTCAAGTGTTCGATTTCAACC-3’ 

Reverse primer: 

5’-YTCGCTTCGTCAACCTGAA-3’ 

グループ特異的検知プローブとしてそれ

ぞれ 

E. rhodopolium clade I probe: 

5’-Cy3-CACCAGCCTAGGCACAGACAT

TAACTTG- BHQ2a-3’ 

E. rhodopolium clade II probe: 

5’-FAM-TTCAACACCATCAGACGAGCT

AACTCATC-BHQ1a-3’ 

E. rhodopolium clade III probe: 

5’-TexasRed-CACCAGCTTAGGCACAG

ACATTAATTTG-BHQ2a-3’ 

E. sarcopum probe: 

5’-Cy5-ACCAGCTTAGGCACAGATGTG

AACTCATT-BHQ3a-3’ 

を用いた。 

PCR 反応液は 25 μL /well として調製す

る。その組成は以下の通りである。 

プライマー溶液（各フォワードプライマ

ー：12.5 μmol/L、リバースプライマー：

25 μmol/L）1.0 μL、プローブ溶液（10 

nmol/L）0.5 μL、蒸留水 9.0 μL を混合調

製し、DNA 試料液 2.0 μL を添加した。 

また、反応条件は、95℃で 5 分間加温し、

ホットスタート法で反応を開始する。その

後、95℃ 15 秒、58℃ 60 秒を 1 サイクル

として、45 サイクルの増幅反応を行った。 

 

（４）標準プラスミド作成 

PCR-RFLP 法およびリアルタイム PCR

法検査に用いることが可能な、クサウラベ

ニタケ 3種及びウラベニホテイシメジ 1種

の ITS 全領域を含むプラスミドを作成し

た。すなわち、pTAKN-2 vector に 4 種き

のこの全 ITS 領域を挿入した標準プラス

ミドを構築した（Fig.1）。 

pTAKN-2-KUB10 [E. rhodopolium clade 

III] 

pTAKN-2-KUB108 [E. rhodopolium 

clade I] 

pTAKN-2-KUB124 [E. rhodopolium 

clade II] 

pTAKN-2-KUB136 [E. sarcopum] 

 

（５）検出感度および特異性の検討 

作成した標準プラスミドを 2×100～2×

106コピー/μL に調整してリアルタイム

PCR を行い、得られた増幅曲線から増幅効

率を求めた。また、あらかじめ検討した検

出限界付近の 3 濃度（5,10,20 コピー/rxn）

について、21 回繰り返し試行により検出
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限界を求めた。また、標準プラスミドとク

サウラベニタケ3種及びウラベニホテイシ

メジそして市販の食用きのこ６種の抽出

DNA を用いて、プライマーと 4 つのプロ

ーブの特異性を検討した。 

 

ツキヨタケと食用きのこに関する実験 

ツキヨタケの PCR-RFLP 法 

（１）試料 

国内で収集したツキヨタケおよび国内

で収集もしくは購入したシイタケ、ヒラタ

ケ、ムキタケを用いて検討した。また、市

販食用きのことしてシイタケ、ヒラタケ、

ムキタケに加え、ブナシメジ、マイタケ、

エリンギ、マッシュルーム、ナメコ、エノ

キ、タモギタケを用いた。 

 

（２）DNA抽出（DNeasy Plant mini kit） 

試料を蒸留水でよく洗浄した後、液体窒

素で凍結し乳棒と乳鉢で粉砕した。粉砕し

た試料 200～400 mgに 65℃のAP1 buffer  

800 μL と RNaseA  4 μL を加え、混合し

た。次に、P3 buffer  260 μL を加え、ボ

ルテックスでよく混合した後、氷上で 10

分間静置した。次に、室温で 14,000×g 10

分間遠心し、その上清を QIAshredder 

Mini spin culum に負荷し、室温で 14,000

×g 1 分間遠心し得られた溶出液を 5 mL 

tube に移した。溶出液は 1.5 倍量の AW1 

buffer（旧名称 AP3/E  buffer）を加え混

合し、650 μL ずつ数回に分けて DNeasy 

Mini spin culum に負荷した。その際、

10,000×g 1 分間遠心し、溶出液は廃棄し

た。次に、AW2 buffer（旧名称 AW buffer） 

500 μL を DNeasy Mini spin culum に負

荷後、10,000×g 1 分間遠心し溶出液は廃

棄した。これを 3 回繰り返し、最後に、

10,000×g 15 分間遠心し、余分なアルコー

ルを除去した。DNeasy Mini spin culum

は新しい 1.5mL tube に移し、65℃に加温

しておいた TE 40 μL をシリカメンブレン

に負荷し、5 分静置後、10,000×g 1 分間

遠心し溶出液を回収した。再度、同様の操

作を行い、合計 80 μL DNA 抽出液を得

た。 

 

（３）PCR-RFLP 法のための制限酵素の

選択 

アライメント解析結果をもとに、ツキヨ

タケに対する PCR-RFLP 法に用いる制限

酵素を、Sau96I, Bpu10I, SfcI および

DrdI/HincII に設定した。 

 

（４）PCR-RFLP 法 

きのこ試料からの DNA 抽出は、各試料 

100 mg（乾燥試料 20 mg）に PrepMan 

Ultra Sample Preparation Reagent 400 

μL を加え、バイオマッシャーII で破砕し

た。100℃で 10 分間加温した後、室温

13,000×g で 2 分間遠心し上精を簡易

DNA 抽出液とした。ITS 領域を増幅には

ITS1F と ITS4B のプライマー対を用い、

PCR 反応液は 50 μL /well として調製した。

その組成は以下のとおりである。2×

AmpDirect Plus 25 μL、対象プライマー対

溶液（各プライマー、5 μmol/L）各 5 μL、

5 U/μL BIOTAQ HS DNA Polymerase 

0.25 μL、 蒸留水 13.75 μL を混合調製し、

簡易DNA抽出液 1 μLを添加した。また、

反応条件は、95℃で 10 分間加温し、ホッ

トスタート法で反応を開始する。その後、

95℃ 30 秒、55℃ 1 分、72℃ 1 分を 1 サ
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イクルとして、45 サイクルの増幅反応を

行った。その後、72℃ 7 分伸長反応、4℃

保存を行った。PCR 産物は必要に応じて精

製した。制限酵素処理は、FastDigest 

Sau96I、FastDigest Bpu10I、FastDigest 

SfcI、そして FastDigest DrdI と

FastDigest HincII のペアの 4 組の制限酵

素それぞれで実施した。反応液の組成は

PCR 産物 3 μL もしくは精製した PCR 産

物 70 ng、10×FastDigest Green Buffer 

0.67 μL、制限酵素 0.33 μL を混合し、蒸

留水を加え全量を 10 μL とした。37℃で 5

分以上（Bpu10I のみ 30 分以上）インキュ

ベートし、反応液を 3%アガロースゲルに

よる電気泳動で分離した。DNA マーカー

は、100 bp DNA Ladder を用いた。 

 

（５）市販食用きのこ中での混入試料への

適用 

作成した検査法の適用範囲を広げるた

め、市販食用きのこにツキヨタケが混在し

た場合でも、ツキヨタケが検出可能かどう

かを検討した。ITS 領域の PCR 産物（800 

bp）および各制限酵素で切断した時の泳動

パターンを比較した。 

 

（６）ツキヨタケの Short-PCR-RFLP 法 

ツキヨタケによる中毒が疑われた場合

の原因きのこの特定に利用可能な検査法

として、加熱調理などにより DNA 断片化

が一部進んでいる試料に適用可能な

Short-PCR-RFLP 法を検討した。試料 100 

mg に蒸留水 500 μL を加え 100℃で 30 分

加熱し、室温 で 6,000×g 1 分間遠心した

後、上清を取り除いた。崩壊試験第 1 液（pH 

1.2）を 500 μL 加え、37℃ 1 時間インキ

ュベートした後、室温で 6,000×g 1 分間

遠心し、上清を取り除いた。蒸留水を加え、

遠心後に上清を取り除く洗浄操作を2回繰

り返し、残りの沈殿物を試料として

PCR-RFLP 法を行った。 

DNA 断片化が進んだ試料から増幅する

ため約 200 bp を標的とする

Short-PCR-RFLP 法用のプライマーとし

て 

tukiyo-shortPCR-F1: 5’- 

TGTAACAAAGGCATGTGCACG -3’ 

tukiyo-shortPCR-R1 : 5’- 

CAAGAGATCCGTTGCTGAAAGT -3’ 

を用いた。 

 

（７）標準プラスミド作成 

ツキヨタケがなくても PCR-RFLP やリ

アルタイム PCR によるツキヨタケの判別

を可能とするために陽性コントロールプ

ラスミドを作製した。BIOTAQ HS DNA 

Polymerase で増幅したツキヨタケの ITS

領域を pCR2.1-TOPO に組み込み、E. coli 

TOP10 株でクローニングを行った。 

 

（８）リアルタイム PCR 法の検討 

PCR-RFLP 法で得られた結果の確認試

験法として、リアルタイム PCR 法につい

て検討した。ツキヨタケの検出用プローブ

およびプライマーとして 

OM_V-15_Taq:5’ 

FAM-AGTTGCAGCTATCCC-MGB 3’ 

OM_V-02f :5’ - 

TGAAATGAAAGCAGACAGAGCAA -3’ 

OM_V-66r: 5’- 

TGGTTTGACAAGGCTCTTTGGT -3’ 

を用いた。 
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Real time PCR 用反応液は 25 μL /well

として調製した。その組成は以下のとおり

である。2x FastStart TaqMan Probe 

Master (Rox) 12.5 μL、10 μmol/L プロー

ブ溶液 0.5 μL、対象プライマー対溶液（各

プライマー、25 μmol/L）各 0.3 μL、蒸留

水 6.7 μL を混合調製し、DNA 試料液 5 

μL（0.5 ng/μL）を添加した。また、反応

条件は、50℃で 2 分間保持し、95℃で 10

分間加温する。その後、95℃ 15 秒、60℃ 

1 分を 1 サイクルとして、45 サイクルの増

幅反応を行った。 

 

C. 研究結果 

１． PCR-RFLP 法 

ツキヨタケと形態類似食用きのこ 

 これまでに、毒きのこであるクサウラベ

ニタケとその近縁種、食用きのこであるウ

ラベニホテイシメジを判別するための迅

速な検査法として、電気泳動後のバンドの

泳動パターンで判別する PCR-RFLP 法を

開発した。本方法は生きのこおよび調理加

工きのこでも適用可能な方法として確立

した。 

本年度は同様の手法を用いて毒きのこ

であるツキヨタケと食用きのこであるシ

イタケ、ムキタケ、ヒラタケに対する

PCR-RFLP 法を検討した。PCR-RFLP 法

では、Bpu10I および SfcI による制限酵素

処理でツキヨタケのみ切断されることを、

Sau96I では、シイタケ以外のすべてのき

のこが切断されるが、その泳動パターンは

ツキヨタケとそれ以外では異なることを、

また、DrdI および HincII では、ツキヨタ

ケ以外の食用のきのこを制限酵素で切断

し、ツキヨタケと明確に区別できた。これ

ら4組の制限酵素の複数を用いることでツ

キヨタケを判別同定可能であることを確

認した（Fig.2）。 

そこで次に、ツキヨタケにおいても加熱

調理などにより DNA の一部断片化が進ん

でいる試料にも適応可能な約 200 bp の範

囲を標的とする Short-PCR-RFLP 法を検

討した。その結果、60 分の加熱処理およ

び人工胃液処理においても 200 bp のバン

ドは増幅でき、SfcI もしくは DrdI/HincII

処理することで、毒のツキヨタケのみ切断、

または、食用のシイタケ、ヒラタケ、ムキ

タケのみ切断されることから食毒を明確

に区別できることを明らかにした（Fig.3）。 

さらに、市販食用きのこ（複数種類）の

混合試料にツキヨタケが混在した場合に

ツキヨタケの判別が可能かどうか確認す

るため、2.5%～100%の割合でツキヨタケ

が混在する試料を調製した。60 分の加熱

お よ び 人 工 胃 液 処 理 後 に 制 限 酵 素

（DrdI/HincII）処理を行い、200 bp の短

い標的配列を用いた Short-PCR-RFLP を

実施した。その結果、2.5%まで全てのツキ

ヨタケを含む試料で切断されないバンド

が残っており、ツキヨタケの存在が確認で

きた（Fig.4）。 

  

２．リアルタイム PCR 法 

（１）クサウラベニタケとその近縁種 

PCR-RFLP 法は、PCR 反応後にそれぞ

れに特異的な制限酵素で処理して、電気泳

動した時の泳動パターンの違いで判別す

るもので、特殊な装置を必要としないこと

から、各都道府県衛生研究所だけではなく、

保健所あるいは役所等でも実施可能な方

法で、検査の裾野を拡大する意味でも重要
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である。一方で、これらの結果を確認する

ための高感度な確定法としてリアルタイ

ム PCR を用いた方法を整備すれば、上記

検査法で判定ができなかった場合にも最

終確認が可能となり結果の信頼性が向上

することから検討した。 

クサウラベニタケについては、他に 2 つ

の近縁種が毒でありこの3系統および食用

ウラベニホテイシメジを検出する必要が

あることから、マルチプレックス定性リア

ルタイム PCR 法の開発を行った。昨年度

に、予備検討を行い、3 系統（毒 2 系統お

よび食用）の検討を行い特異的に検出可能

であることを確認した。そこで、本年度は

すべての系統で、必要な感度で特異的に検

出可能かどうか、および PCR 効率や検出

限界を求めた。その結果、2～200,000 コ

ピーの陽性プラスミドを用いたところ、良

い直線性を示し（R2=0.99～1.00）、PCR

効率（E）は 96～102%と良好であった。

ま た 、 検 出 限 界 は 10 コ ピ ー （ E. 

rhodopolium- clade II; 蛍光色素 FAM お

よび E. rhodopolium- clade III; 蛍光色素

Texas-Red ） か ら 20 コ ピ ー （ E. 

rhodopolium- clade I; 蛍光色素 VIC およ

び E. sarcopum; 蛍光色素 Cy5）であった

（Figs.5 and 6）。しかしながら、4色（FAM, 

VIC, Texas-Red, Cy5）を用いたマルチプ

レックスでは感度に差が見られたほかに、

Ct 値 40 付近から弱いながら非特異的増幅

が見られた。この非特異的増幅は、各プロ

ーブを用いたシンプレックスでは見られ

なかった。以上の結果から、プローブをう

まく設計することで、4 系統それぞれを特

異的に検出できることが明らかになった。 

 

（２）ツキヨタケとその近縁種 

ツキヨタケについては、毒性を持つ分類

学上の近縁種が存在しないことから、ツキ

ヨタケのみに特異性が高いプライマー・プ

ローブを設計したところ、シイタケ、ムキ

タケ、ヒラタケを含む市販食用きのこには

交差反応しない、ツキヨタケ特異的な検出

が可能であることが明らかになった

（Fig.7）。また、ツキヨタケがなくても確

認試験が実施できるように、ツキヨタケの

ITS領域を組み込んだ陽性コントロールプ

ラスミドを作製した（Fig.8）。作製したツ

キヨタケ陽性コントロールプラスミドを

用いてリアルタイムPCRを実施した結果、

103～109 copy/well の範囲で良好な直線性

を示した。検出限界は 500 コピー、PCR

効率も 85%程度であった。 

また、複数種類の市販食用きのこにツキ

ヨタケが2.5%～100%の割合で混在する試

料から抽出した DNA を用いてリアルタイ

ム PCR を実施した結果、ツキヨタケの混

在している試料では明確な増幅が確認さ

れた。また複数種類の市販食用きのこの混

合試料を用いた Short- PCR-RFLP で

PrepMan Ultra Sample Preparation 

Reagent によって抽出した簡易抽出 DNA

溶液を用いてリアルタイム PCR を行った

場合も、抽出 DNA と同様の結果が得られ

た。このことから、簡易抽出法でより短時

間で確定検査が可能であると考えられた。 

 

D. 考察 

植物性自然毒の中でも、きのこ毒につい

て原因物質が特定されているものは多く

はない。また、ツキヨタケやカキシメジの

ように原因物質が明らかになっているも
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のも存在するが、LC/MS などで分析しよ

うと考えても標準品が存在しない、あるい

は分解のため分析時に試料中に存在しな

いという重要な問題に直面する。さらに、

野生きのこの場合には、その成分含量は非

常に大きく変動し(数十から数百倍)、ある

毒きのこを検出する場合、ある地域からの

試料は検出可能であっても、別の地域から

の試料は検出下限以下になることも想定

される。その成分が明らかな唯一の原因物

質である場合には、同一きのこでも、測定

した試料が検出下限以下であれば問題は

ない。しかしながら、きのこ毒の原因物質

には類縁体が多く存在し、かつ毒性を示す

成分も複数あることが多いため、化学的成

分分析のみに依存すると、リスク管理上問

題となることが考えられる。 

そこで、本研究班では食中毒被害事例が

多いきのこについて、採取時期や採取地域、

測定までの保存時間と状態により、化学成

分（低分子有機化合物やペプチド、タンパ

ク質）のように変動しない検査対象として、

きのこ自身が持つ遺伝子塩基配列を用い

た信頼性の高い、かつ迅速で簡便な試験検

査法を確立し、これまで中毒被害防止と中

毒発生時の原因きのこ特定のための、健康

危機管理に必要な必要な試験法を整備す

ることが極めて重要である。 

今年度までに開発したクサウラベニタ

ケとその近縁種、およびツキヨタケと形態

類似きのこに対する迅速簡便な同定法で

ある PCR-RFLP 法、および、高感度で確

定検査としても重要な特異性の高い定性

リアルタイム PCR 法を開発することがで

きた。本方法は調理加熱後の試料でも適用

できることから、利用される場面は多いと

考えられる。今後は全国の検査可能なとこ

ろに普及していくことが必要であると考

えられた。 

 

E. 結論 

１．クサウラベニタケは、日本国内では近

縁種が3種存在することが明らかになっ

た。これら毒性を持つ 3 種の簡便迅速な

検査法として PCR-RFLP 法を加熱調理

サンプルまで適用可能な方法として確

立した。さらに、確定法として 4 系統同

時分析のための4色マルチプレックス定

性リアルタイム PCR 法を開発した。 

２．ツキヨタケについて、誤食原因である

シイタケ、ムキタケ、ヒラタケに対する

簡便迅速な検査法として PCR-RFLP 法

を加熱調理サンプルまで適用可能な方

法として確立した。さらに、確定法とし

てマルチプレックス定性リアルタイム

PCR 法を開発した。 

 

F. 研究発表 

１．論文発表 

なし 

投稿準備中（クサウラベニタケ分類および

PCR-RFLP 法） 

 

２．学会発表 

1. 坂田こずえ、近藤一成、中村公亮、野口

秋雄、小林友子、福田のぞみ、最上（西

巻）知子: Multiplex real-time PCR を用

いたクサウラベニタケとその近縁種の

同定．第 108 回日本食品衛生学会学術講

演会 (2014.12) 

2. 坂田こずえ、近藤一成、中村公亮、野口

秋雄、小林友子、福田のぞみ、最上（西
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巻）知子: RFLP および Real-time PCR

法を用いたクサウラベニタケ複合種の

分析法．第 51 回全国衛生化学技術協議

会年会 (2014.11) 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

ツキヨタケとシイタケ、ムキタケヒラタ

ケに対する PCR-RFLP 法およびリアルタ

イム PCR 法に関して出願した。 

出願番号： 特願２０１４－１０３５５５ 

出願日 ： 平成２６年 ５月１９日 

発明の名称： きのこの同定方法および同定

キット 

出願人 ： 公益財団法人ヒューマンサイエ

ンス振興財団 様 

発明者 ： 近藤 一成 様（国立医薬食品衛

生研究所） 

弊所整理番号 ：２６Ｈ１０５ 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「国内侵入のおそれがある生物学的ハザードのリスクに関する研究」 

平成 26 年度分担研究報告書 

 

植物毒の毒性評価と毒成分分析 

 

研究分担者 紺野勝弘 富山大学和漢医薬学総合研究所 

研究協力者 佐竹元吉 お茶の水女子大学生活環境教育研究センター 

研究協力者 篠崎淳一 昭和薬科大学天然物化学研究室  

 

A. 研究目的 

I.有毒植物による食中毒情報収集および現

地調査 

 中毒事故の情報を収集し，事故の詳細を

明らかにすることにより，今後の中毒防止

対策の一助とする。特に，発生した現地に

赴き，関係者と接触することで，現地でし

か得られない情報や原因植物試料の入手

も可能となる。 

 

II.｢自然毒のリスクプロファイル｣の改訂 

 平成 21 年度（2009 年）に作成した「自

然毒のリスクプロファイル」は，作成・掲

載から約 5 年が経過したので，全面的に改

訂した。 

 

B. 研究方法 

 中毒情報収集は，まず新聞などのメディ

ア報道から現地の担当保健所を探し出し，

連絡をとり，聞き取り調査を行う。必要に

応じて，現地調査を行い，より詳細な聞き

取り調査，発生現場の視察，原因植物の試

料入手を検討する。試料が得られた場合は，

毒成分分析や遺伝子鑑別によって植物種を

同定する。 

 

C. 研究結果 

I.有毒植物による食中毒情報収集および

現地調査 

1. 中毒情報の収集 

 平成 26 年度に報告された有毒植物によ

る中毒事例は，以下のようになる。 

 

バイケイソウ（4 件，患者数 8） 

コバイケイソウ（1 件，患者数 2） 

スイセン（5 件，患者数 15） 

研究要旨 

 今までに報告されていなかった植物種（スノーフレーク、ヒメザゼンソウ）によ

る食中毒が発生したので、｢自然毒のリスクプロファイル｣に追加掲載し、注意喚起

を図った。また、｢自然毒のリスクプロファイル｣は作成・掲載から約 5 年が経過し

たので、全面的に改訂した。 

 昨年度開発した有毒植物の遺伝子鑑別法を実際の中毒原因植物試料（チョウセン

アサガオ）に適用し、本鑑別法が有効であることを確認した。 
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スノーフレーク（2 件，患者数 5） 

ヒメザゼンソウ（1 件，患者数 1） 

チョウセンアサガオ（1 件，患者数 2） 

マムシグサ（1 件，患者数 1） 

ヒョウタン（1 件，患者数 1） 

 

この中で，スノーフレークとヒメザゼン

ソウは，これまでに報告がなく，本年度初

めて中毒事例が発生したものである。そこ

で，厚労省では注意喚起の通知を出したが，

その際，植物情報を提供し，パンフレット

作成を支援した。また，｢自然毒のリスクプ

ロファイル｣に追加掲載した（後述）。 

 

2. 青森県で発生したチョウセンアサガオ

による食中毒の現地調査 

1) 事故発生の経緯 

患者は平成 26 年 5 月 12 日の夕方，自宅

の庭でごぼうを植えていた畑を耕していた

際に，ごぼうと思われる根を採集。女性が

味見をしながら調理していたところ，めま

い等の症状を呈したため医療機関を受診。

女性の息子が，医師より女性が普段飲んで

いる薬を家から持ってくるように頼まれて

自宅に戻った際，女性の夫が同様の中毒症

所を呈していることを確認し，119 番通報。

夫が救急搬送された。患者受診医療機関よ

り，平成 26 年 5 月 13 日午前 1 時 15 分頃

八戸保健所へ食中毒通報。八戸保健所は，

青森県産業技術センター野菜研究所による

チョウセンアサガオとの推定と，患者の臨

床症状がチョウセンアサガオ中毒と酷似，

医療機関より食中毒の届け出があったこと

より，チョウセンアサガオ食中毒と断定。 

2) 現地調査 

青森県健康福祉部保健衛生課を訪ね，担

当者に聞き取り調査。現場見取り図（八戸

市市街地），現場の写真の提供を受けた。さ

らに，現場（家庭の庭）に残っていた原因

植物と思われる植物サンプルを入手した。 

3) 原因植物の DNA 分析による同定 

昨年度開発したDNA鑑別による植物種

の同定法を適用し，本原因植物の種同定を

試みた。 

食中毒原因植物のゲノムDNAを鋳型と

して，rbcL (部分断片), matK (部分断片) 

および trnH-psbA intergenic spacer 領域

を PCR にて増幅後，DNA シークエンサ

ーを用いて塩基配列を決定した。得られた

塩基配列をクエリーとし，DNA データベ

ース (BOLD Systems, GenBank/ DDBJ/ 

EMBL) の検索機能を用いてクエリーに

最も近い配列を同定した。 

塩基配列を決定した rbcL (670 bp) を

BOLD System の BOLD Identification 

Systems にて植物種を推定したところ，

食中毒原因植物はナス科植物（ヨウシュチ

ョウセンアサガオ）であると推定された。

ま た ， matK (848 bp) ， trnH-psbA 

intergenic spacer 領域 (550 bp) の配列

を GenBank の BLAST 検索を行ったとこ

ろ，同様の結果が得られた。この結果によ

り，本遺伝子鑑別法が，実際の中毒原因植

物にも有効に適用できることが確認でき

た。 

 

II.｢自然毒のリスクプロファイル｣の改訂 

「自然毒のリスクプロファイル」は，植

物毒による食中毒に対する注意喚起を目的

に，平成 21 年度（2009 年）に作成し，厚

労省ホームページに掲載した。過去数年間

に中毒事故が発生した 20 種を選び，植物の
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特徴，間違えやすい類似種，毒成分の分析

法などを，種毎にまとめたものである。以

来，アクセス数は多いものでは数万回を数

え，また各自治体からのリンクも貼られ，

かなり活用されている。しかし，この 5 年

間に一部データは古くなり，また新規に発

生した中毒事例も出てきたので，ここで全

面的に改訂することにした。主な改訂点，

以下の通り。 

・ 新項目として，｢スノーフレーク｣，｢ヒメ

ザゼンソウ｣，｢シャクナゲ｣の 3 種を加え

る。 

・ ｢バイケイソウ｣，｢コバイケイソウ｣は，

一項目にまとめて，｢バイケイソウ類｣とす

る。 

・ ｢チョウセンアサガオ｣は｢チョウセンア

サガオ類 1｣に，｢キダチチョウセンアサガ

オ｣は，｢チョウセンアサガオ類 2｣に，そ

れぞれ名称変更する。 

・ ｢患者数｣の項には，最新のデータ（過去

5〜10 年間，2004〜2014 年）を掲載する。 

 

D. 研究発表 

 特になし 

 

E. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「国内侵入のおそれがある生物学的ハザードのリスクに関する研究」 

平成 26 年度分担研究報告書 

 

自然毒関連の食品安全情報の収集解析 

 

分担研究者  登田美桜  国立医薬品食品衛生研究所 

研究協力者  畝山智香子  国立医薬品食品衛生研究所 

研究協力者  與那覇ひとみ  国立医薬品食品衛生研究所 

研究要旨 

自然毒（植物性）を含む食品、あるいは食品への有毒な植物及びキノコの混入に関連

した、事例、規制、消費者への注意喚起等に関する海外の情報を調査することを目的と

した。 

有毒な植物・キノコが実際に食品へ混入した事例、及び自然毒を含む食品が問題にな

った事例等については、EU の食品及び飼料に関する緊急警告システム（RASFF）のデ

ータ（2014 年 12 月 25 日までの通知）を対象に調査し、規制・消費者への注意喚起等

については各国政府の食品安全担当機関の公表資料を中心に調査した。 

食品への混入が実際に報告され、各国で注意喚起が公表された内容を考慮した結果、

食品安全上の対策として特に注意を向けていくべきと考えられた自然毒関連の問題は、

ビターアプリコットカーネルのアミグダリン、穀類や豆類へのトロパンアルカロイド含

有植物の混入、ハーブティー等へのピロリジジンアルカロイド含有植物の使用であっ

た。また、症例報告等で中毒が報告されている蜂蜜中のグラヤノトキシンについても健

康被害を生じる懸念があり注意が必要であると考えられた。他に、red kidney beans 等

のレクチン、ジャガイモ中のグリコアルカロイド、青酸配糖体については、複数国が自

然毒関連の専用ウェブサイトで注意喚起や情報提供を行っていた。さらに、フードサプ

リメントに有毒植物が混入する可能性が特に懸念されることから、販売前に十分な調査

もされずに有毒植物が利用されることのないよう何らかの対策が必要である。 

以上のように、食品に含まれる可能性のある自然毒に関する海外での対応状況を調査

したことにより、今後注意を向けていくべき自然毒を特定した。これらの情報は、ヒト

の健康に有害な食品が海外から入って来ないようにするための予防に役立つことが期

待できる。 

 

A. 研究目的 

自然毒（本研究では植物性自然毒を対象

とする）を含む食品、あるいは食品への有

毒な植物・キノコの混入に関連した、事例、

規制、消費者への注意喚起等に関して海外

の情報を調査した上で、食品、特に輸入品
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に含まれる恐れのある自然毒を特定し、今

後我が国において注意を向けるべき食品及

び自然毒について検討することを目的とし

た。 

 

B. 研究方法 

EU の食品及び飼料に関する緊急警告シ

ステム（RASFF：the Rapid Alert System 

for Food and Feed）のデータ（2014 年 12

月 25 日までの通知）を対象に、食品中の自

然毒が問題になった事例、並びに有毒な植

物・キノコが実際に食品へ混入した事例を

調査した。また、食品中に含まれる又は混

入する可能性がある自然毒に関する規制、

消費者への注意喚起等について、各国政府

の食品安全担当機関などの公的機関による

公表資料を中心に調査した。ただし、かび

毒及び菌類が産生する有毒物質（例：麦角

アルカロイド）は対象外とした。 

 

C. 研究結果及び考察 

1. 混入事例について 

EU RASFF は、規則 EC/178/2002 のも

と設置され、EC（European Commission）

が運営しているシステムである。EU 加盟

国の食品安全担当機関、EC、EFSA、ノル

ウェー、リヒテンシュタイン、アイスラン

ド及びスイスがシステムメンバーであり、

メンバー国が健康リスクのある食品や飼料

を確認した場合にはRASFFを利用してEC

へただちに通知しなければならない。もし

当該製品が第三国へ輸出されていた場合に

は、その国にも通知される。緊急通知には

「Alert」、「Information」、「Boder rejection」

の 3 種類があり、「Alert」は重大なリスク

のある食品や飼料が市場に出まわってお

り、回収などの措置を速やかにとる必要

があるもの、「Information」はリスクが確

認された食品や飼料が市場に出まわった

が、他の EU 加盟国はすぐに何らかの措

置をとる必要はないもの（製品が他の加

盟国には出まわっていない場合、すぐに

何らかの対応をとる必要のないようなリ

スクの場合など）、「Boder rejection」は

EU（及び欧州経済領域 EEA）の外部国境

で、食品及び飼料の貨物に健康へのリスク

が見つかり入荷拒否された場合に出され、

この通知はすべての EEA ボーダーポスト

に伝えられ、入荷拒否された製品が別のボ

ーダーポストを通って EU 域内に再び入る

ことがないように管理強化するためのもの

を示す。 

本研究では、海外において食品中の自然

毒が問題になった事例、有毒な植物・キノ

コが食品へ混入した事例として EU 

RASFF データベースの情報をもとに調査

し、どのような自然毒や食品が問題になり

やすいのかを特定した。その結果のうち自

然毒を含む植物が問題になった事例を

Table 1、キノコが問題になった事例を

Table 2 に示した。 

自然毒を含む植物が問題になった事例は、

1982～2014年12月25日の通知として157

件が確認できた（Table 1）。通知された主

なものは、シキミ（有毒成分：アニサチン）、

トロパンアルカロイド含有植物、青酸配糖

体含有植物、イヌサフラン（コルヒチン）、

ピロリジジンアルカロイド含有植物、イヌ

ホウズキ（グリコアルカロイド）、高濃度の

クマリン、松の実による味覚異常（通称パ

インマウス）、トウゴマ（リシン）などであ

り、件数ではトロパンアルカロイド含有植
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物、青酸配糖体含有植物、高濃度のクマリ

ン、松の実による味覚異常に関する通知が

他に比べて特に多かった。 

トロパンアルカロイド関連では、ソバ・

ソバ粉（主に、チェコ、ハンガリー、ウク

ライナ、スロベニア、オーストリア産）や

ゴボウ茶（ドイツ産）でのアトロピン及び

スコポラミンの検出、豆類（缶詰、冷凍品

等）及び雑穀（millet）へのシロバナチョウ

センアサガオ種子の混入（主にハンガリー、

オーストリア産；冷凍野菜・豆・種子ミッ

クスの原料はスペイン産）、ハーブティーや

ゴボウ茶へのベラドンナの混入（古い事

例；英国、ブルガリア、セルビア・モンテ

ネグロ、ルーマニア産）、ケシの実へのヒヨ

ス種子の混入（原料はチェコ産）などが報

告されていた。特にソバ及びソバ粉へのト

ロパンアルカロイドの混入については過去

にEU内で食中毒が発生して問題になって

おり、フランス食品衛生安全庁（AFSSA：

現フランス食品・環境・労働衛生安全庁）

はソバ粉についてアトロピン及びスコポラ

ミンの基準値が必要であると提案1)してい

る。また、ソバ及びその加工品へのトロパ

ンアルカロイドの混入状況については過去

に食中毒（2003年、患者数73名）が発生し

たことのあるスロベニアの調査報告2)があ

り、その報告によると、スロベニアに輸入・

流通しているソバ及びその加工品75検体中

18検体からアトロピン及び/又はスコポラ

ミンが検出され、原産国は多い順にハンガ

リー、チェコ、中国、スロベニア、製品の

種類はソバ粉からの検出が多かったとされ

ている（最大濃度：アトロピン26,000μg/kg、

スコポラミン12,000μg/kg）。さらに2014

年にはアトロピン及びスコポラミンがオー

ガニック製品のベビーフード（おかゆ）か

ら検出され、30カ国以上に出荷されていた

ために各国で回収・注意喚起が行われ、我

が国でも輸入業者による回収が行われた。

食品及び飼料中のトロパンアルカロイドに

関するEFSAの科学的意見3)によると、2010

～2012年にオランダ及びドイツで集められ

た食品124検体のうち21検体からトロパン

アルカロイドが検出された。その大部分は

EFSAの食品分類で「Simple cereals that 

are or have to be reconstituted with milk 

or other appropriate nutritious liquids」に

該当する食品であり、原料に小麦、トウモ

ロコシ、ライ麦、オート麦等の穀類を使用

した製品であった。それらの製品からは56

検体中19検体から定量限界を超えるトロパ

ンアルカロイドが検出されており、EFSAは

幼児における食事由来のトロパンアルカロ

イド暴露に懸念を示している。このように、

ソバなどの穀類や豆類、ハーブティーへの

トロパンアルカロイド含有植物の混入は珍

しいことではなく（特にオーガニック製品）、

それらを輸入する際は気に留めておく必要

がある。 

一方、青酸配糖体関連の大部分はビター

アプリコットカーネルのアミグダリンに関

する通知であり、混入というよりも製品そ

のものが問題の事例だが、中毒も発生して

いるため自然毒関連の問題としては注意が

必要である。さらにビターアプリコットは

健康志向（がん予防）を目的とした製品と

して販売されていることも気に留めておく

必要がある。 

クマリンはスパイスのシナモンに含まれ

る成分であるが、肝障害の可能性が懸念さ

れている。ただし、シナモンにはセイロン
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とカシアがあり、セイロンはクマリン含量

が少ないが、カシアはクマリン含量が多い。

スパイスとして本来はセイロンシナモンが

利用されるが、代わりに安価なカシアが使

用されていることがあるために欧州等では

カシアを多量に摂取しないよう注意を喚起

している。食品中のクマリン量について、

EU では香料に関する規制（Regulation 

(EC) No 1334/2008）の中で最大基準値を設

定しており、EU RASFF へはシナモンを使

用した菓子やシリアル等から高濃度のクマ

リンが検出されたとの通知がなされていた。

EU ではクマリンの他に、食品用の香料や

着香目的で使用される食品成分として

beta-asarone、estragol、hydrocyanic acid、

menthofuran、methyleugenol、pulegone、

quassin、safrole、teucrin A、thujone (alpha 

and beta)についても最大基準値を設定し

ている。また、FSANZ（Australia New 

Zealand Food Standards Code - Standard 

1.4.1）でも香料として添加された場合の食

品中クマリンの最大基準値が設定され、他

に agaric acid、aloin、berberine、

hydrocyanic acid(total)、hypericine、

pulegone、quassine、quinine、safrole、

santonin、sparteine、thujones (alpha and 

beta)についても最大基準値設定の対象に

なっていた。 

松の実による味覚異常は、松の実（多く

は中国産）を食べた後に苦み又は金属様の

後味が数日から 2 週間継続するというもの

である。原因は不明だが、中国の陝西及び

山西省産の Pinus armandii が関連する可

能性があるとする報告がある 4), 5)。 

他に、件数は少ないが、スターアニス（主

に中国、ベトナム産）へのシキミの混入、

green beans（ベルギー、オランダ産）への

イヌホオズキの混入などが、食中毒の発生

や消費者からの苦情に基づき通知されてい

た。オールスパイスにトウゴマが混入した

事例については、トウゴマに含まれるリシ

ンの毒性が非常に強いことから健康への被

害が重篤になる可能性が考えられた。 

自然毒を含むキノコが問題になった事例

は植物よりも少なく 13 件のみであった

（Table 2）。その中で影響地域が広かった

のはルーマニア産の冷凍セイヨウタマゴタ

ケ（Amanita caesarea）にタマゴテングタ

ケが混入した事例で、通知したスペイン以

外にポルトガルや米国に対しても通知され

ていた。他に、中国産の乾燥キノコへのテ

ングダケの混入などが通知されていた。キ

ノコの冷凍品や乾物は輸入されることもあ

ると考えられるため、まれではあるものの

毒キノコが混入する可能性があることに留

意する必要がある。 

 

2. 各国政府の対応状況について 

海外政府機関の食品安全担当機関等の公

表資料を対象に、食品に含まれる可能性の

ある自然毒に関する規制や注意喚起がある

かを調査した。基準値が設定されていた、

あるいは植物性自然毒に関する専用ウェブ

サイトが公開されていた各国機関は次の通

りであり、内容の概要を Table 3 にまとめ

た。ただし、各URLはTable 3に記載した。 

 

 米国食品医薬品局（FDA）：食品中の病

原微生物と天然毒素についてのハンド

ブック（Bad Bug Book）（食品由来疾

患の原因となる要因に関する情報を包

括的にまとめたハンドブック） 
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 FDA：Compliance Policy Guide Sec. 

550.050 Canned Ackee, Frozen Ackee, 

and Other Ackee Products- 

Hypoglycin A Toxin 

 英国食品基準庁（FSA）：Fact sheet 

Natural toxins（食品中の自然毒に関

するファクトシートを PDF で公開。た

だし、現在は公開されていない）  

 カナダ食品検査庁（CFIA）：Natural 

toxins in fresh fruit and vegetables

（果実・野菜中の自然毒に関する専用

ウェブサイトを開設） 

 CFIA：Imported and Manufactured 

Food Program Inspection Manual（輸

入及び加工食品の検査マニュアルにお

いて、化学ハザードの一つとして自然

毒を記載） 

 ヘルスカナダ：Canadian Standards 

(Maximum Levels) for Various 

Chemical Contaminants in Foods 

 ヘルスカナダ：Natural Toxins（食品

中の自然毒に関する専用ウェブサイト

を開設） 

 香港政府：Natural Toxins in Food 

Plants（食品中の植物性自然毒の情報

を PDF で公開） 

 香港政府：Food Safety Topics（食品安

全に関して簡単にまとめた資料に自然

毒の記載あり） 

 ニュージーランド一次産業庁（MPI）：

Specific foods & natural toxins（食品

中の自然毒に関する専用ウェブサイト

を開設） 

 オーストラリア・ニュージーランド食

品基準局（FSANZ）：Australia New 

Zealand Food Standards Code - 

Standard 1.4.1 - Contaminants and 

Natural Toxicants 

 

Table 3 に示したもののうち、3 ヶ国以上

の専用ウェブサイト等に記載されていたの

は、red kidney beans 等のレクチン、ジャ

ガイモ中のグリコアルカロイド、青酸配糖

体であった。 

 

これらの他に、FSANZ では Standard 

1.4.1 に加えて、食品へ意図的に添加、ある

いは食品として販売してはならない高等植

物・キノコ類及びその成分を定めた

「Standard 1.4.4 –Prohibited and 

restricted plants and fungi」がある。その

リストに掲載された高等植物・キノコ類は、

すでに本研究の平成 24 年度分担報告書に

示した。これと同様に、ベルギーの「Royal 

decree of 29/08/1997」のList 1には食品（フ

ードサプリメント含む）に使用することは

できない植物リストが掲載されており、他

に食用キノコリストの List 2、フードサプ

リメントに使用可能な植物リスト及び最大

基準を記した List 3 がある。ここでは、List 

1 に記載された植物リストを Table 4 に転

載した。List 1 にはトリカブトやチョウセ

ンアサガオなどをはじめとする約 390 種の

植物が含まれており、平成 24 年度分担報告

書にまとめた EFSA の「Compendium of 

botanicals reported to contain naturally 

occuring substances of possible concern 

for human health when used in food and 

food supplement; EFSA Journal 

2012;10(5):2663 [60 pp.]：欧州機関、欧州

21 ヶ国及び世界保健機構（WHO）等でま

とめられた資料や規制、並びに欧州食品安
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全機関（EFSA）が収集した文献資料をも

とに、食品及びフードサプリメントへ使用

した場合にヒトの健康影響への懸念がある

成分を含む高等植物・キノコ等をまとめた

報告書」の元資料にもなっているので、合

わせて参考にするとよい。 

欧州では特にフードサプリメントに植物

を利用することに伴う危険性について懸念

しており、2014 年 11 月にはデンマーク工

科大学国立食品研究所、フランス食品・環

境・労働衛生安全庁（ANSES）、ドイツ連

邦リスク評価研究所（BfR）などの企画に

よりフードサプリメントへ植物を利用する

ことの安全性や規制上の課題について議論

する会議 6）を開催するなど、情報の共有や

今後の対応を検討するなどの取り組みを行

っている。 

 

 また、食品の国際基準・規格を設定して

いるコーデックス委員会では、次の個別食

品規格において、当該食品に混入すべきで

ない植物種子として、Crotolaria

（Crotalaria spp.：マメ科タヌキマメ属）、

Corn cockle（Agrostemma githago L.：ナ

デシコ科ムギセンノウ属）、Castor bean

（Ricinus communis L.：トウダイグサ科ト

ウゴマ属）、Jismon weed（Datura spp.：

ナス科チョウセンアサガオ属）、及び一般的

に健康に有害と認められる他の種子、が記

載されている。 

 sorghum grains（CODEX STAN 

172-1989） 

 maize (corn)（CODEX STAN 153-1985） 

 wheat and durum wheat（CODEX 

STAN 199-1995） 

 oats（CODEX STAN 201-1995） 

 

米国疾病予防管理センター（CDC）は、

「Emergency Preparedness and 

Response」の対象ハザードのうち biotoxins

として、次の植物性自然毒等について専用

ウェブサイトを公表している（他にサキシ

トキシン等の動物性自然毒もある）。これは

米国におけるテロ対策の一環である。 

http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlistche

m-category.asp  

 Abrin  

 Colchicine 

 Digitalis  

 Nicotine  

 Ricin  

 Strychnine  

 

EFSA は、食品及び飼料中の化学汚染物

質に関する実態データ収集に関する報告書

「Overview of 2011 European Data 

Collection of Chemical Occurrence in 

Food and Feed」において、汚染物質とし

て植物毒についてもデータを集めたことを

報告している。対象となった植物毒を Table 

5 に転載した。これは、EFSA が食品及び

飼料中に含まれる可能性がある汚染物質で

あると判断し、今後のリスク評価等のため

に汚染実態データが必要だと考えた植物毒

のリストと言えるだろう。 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/

pub/384e.htm 

 また、EC では常任委員会において、ト

ロパンアルカロイド、ステリグマトシスチ

ン、麦角アルカロイド、ホモプシン、シト

リニン、ピロリジジンアルカロイド及び

Alternaria toxins のモニタリングの勧告が
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合意されていることから、現在、これらの

汚染実態についてモニタリングが実施され

ていると推定される。 

 

さらに各国機関は、Table 3 に示したよう

な食品中自然毒に関する専用ウェブサイト

の公開だけでなく、何かが問題になった場

合には個別に注意喚起等を公表している。

直近 10 年間に各国で公表された植物性自

然毒に関する代表的な評価書や注意喚起等

を Table 6 にまとめた。 

複数の国で注意喚起等の対応が取られた

ものとしては、野生キノコ（主に中国産）

中のニコチン、蜂蜜中のグラヤノトキシン、

ビターアプリコットカーネル中のアミグダ

リン、穀類や豆類へのトロパンアルカロイ

ド含有植物の混入、ハーブティーへのピロ

リジジンアルカロイド含有植物の使用、松

の実による味覚異常の問題があった。この

中で、松の実による味覚異常の問題につい

ては 2011 年以降とりあげられることはほ

ぼなくなっているが、グラヤノトキシン、

アミグダリン、トロパンアルカロイド、ピ

ロリジジンアルカロイドについては継続的

に注意喚起等が公表されていた。これらに

対する各国機関による対応としては、英国

ではビターアプリコットカーネルの摂取に

ついて 1 日に摂取しても安全な個数を注意

喚起とともに助言、豪州では生のアプリコ

ットカーネルの販売禁止、フランスではソ

バ粉中のアトロピン/スコポラミンの基準

値設定などが提案されていた。ピロリジジ

ンアルカロイドを含むコンフリーやバター

バーについては、販売や摂取を中止するよ

う複数国で対応が取られていた。韓国では、

ネパール産野生ハチミツはグラヤノトキ

シンが含まれるため国内での輸入・販売

を禁止するだけでなく、インターネット

を介した個人輸入などで購入することの

危険性について消費者向けに注意を喚起

していた。 

また、ここには記さなかったが、キノコ

シーズンには各国で誤って毒キノコを採取

しないようにとの注意喚起が例年公表され

ていた。 
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D. 結論 

本研究では、自然毒（植物性）を含む食

品、あるいは有毒な植物及びキノコの食品

への混入に関連した、事例、規制、消費者

への注意喚起等に関する海外の情報を調査

した。 

海外では、食品に使用してはいけない植

物を規制しリスト化している国（例：

FSANZ、ベルギー）があった。特に、フー

ドサプリメントへの有毒植物の使用を強く

懸念していた。 

実際に食品への混入が報告され、各国で

注意喚起が公表されている点をふまえると、

食品安全上の対策として注意を向けるべき

と考えられたのは、ビターアプリコットカ

ーネルのアミグダリン、穀類や豆類へのト

ロパンアルカロイド含有植物の混入、ハー

ブティー等へのピロリジジンアルカロイド

含有植物の使用であった。特に、トロパン

アルカロイド及びピロリジジンアルカロイ

ドについては、EU でモニタリング対象と

なっている。また、症例報告等で中毒が報

告されている蜂蜜中のグラヤノトキシンに

ついても健康被害を生じる懸念があり注意

が必要であると考えられる。他に、red 

kidney beans 等のレクチン、ジャガイモ中

のグリコアルカロイド、青酸配糖体につい

ては、複数国が自然毒関連の専用ウェブサ

イトで注意喚起や情報提供を行っていた。

さらに、フードサプリメントに使用される

可能性を考慮し、販売前に十分な調査もさ

れずに有毒植物が利用されることのないよ

う何らかの対策が必要である。 

以上のように、食品に含まれる可能性の

ある自然毒に関する海外での対応状況を調

査したことにより、今後注意を向けていく

べき自然毒を特定した。これらの情報は、

ヒトの健康に有害な食品が海外から入って

来ないようにするための予防に役立つこと

が期待できる。 
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